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令 和 ８ 年 五 所 川 原 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 会 議 録 

予 算 特 別 委 員 会 

                                       

◎議事日程 

令和８年３月６日（金）午前１０時０７分開会 

 第 １ 委員長の互選 

 第 ２ 副委員長の互選 

                                       

◎出席委員（２０名） 

    １番 花 田 勝 暁 委員     ２番 金 谷   勝 委員 

    ３番 和 田 祐 治 委員     ４番 木 村 清 一 委員 

    ５番 伊 藤 雅 輝 委員     ６番 藤 田 成 保 委員 

    ８番 秋 田 幸 保 委員     ９番  森 真 悦 委員 

   １０番 黒 沼   剛 委員    １１番 松 本 和 春 委員 

   １２番 成 田 和 美 委員    １３番 高 橋 美 奈 委員 

   １４番 外 崎 英 継 委員    １５番 木 村 慶 憲 委員 

   １６番 平 山 秀 直 委員    １７番 桑 田 哲 明 委員 

   １９番 山 田 善 治 委員    ２０番 木 村   博 委員 

   ２１番 伊 藤 永 慈 委員    ２２番 山 口 孝 夫 委員 

                                       

◎欠席委員（なし） 

                                       

◎職務のため出席した事務局職員 

          事 務 局 長   工 藤 義 人 

          次     長   毛 内 貴 郎 
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                           午前１０時０７分 開会 

                                       

  ◎開会宣告 

〇工藤義人議会事務局長 それでは、委員会条例第10条第２項の規定により、委員長が互

選されるまでの間、年長の委員が臨時委員長の職務を行うことになっておりますので、

木村博委員に臨時委員長をお願いいたします。 

〇木村 博臨時委員長 それでは、年長のゆえをもちまして、私が臨時委員長の職務を行

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

                                       

  ◎委員長の選挙 

〇木村 博臨時委員長 これより委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。委員長の互選は指名推選の方法により私から指名したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇木村 博臨時委員長 御異議なしと認め、伊藤永慈委員を委員長に指名いたします。 

  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇木村 博臨時委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、伊藤永慈委員が委員長に当選されました。 

                                       

  ◎委員長挨拶 

〇木村 博臨時委員長 ただいま委員長に当選されました伊藤永慈委員より就任の御挨拶

をお願いいたします。 

〇伊藤永慈委員長 ー登壇ー 

  ただいま委員長に選任されました伊藤永慈であります。当委員会に付託された議案

24件につきまして鋭意審査に努めたいと思いますので、委員各位の特段の御協力を賜り

ますようお願い申し上げ、簡単ではありますが、就任の挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いします。 

〇木村 博臨時委員長 それでは、委員長と交代します。 

     （臨時委員長、委員長と交代する） 
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  ◎副委員長の選挙 

〇伊藤永慈委員長 これより副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の互選は指名推選の方法により私から指名いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 御異議なしと認め、高橋美奈委員を副委員長に指名いたします。 

  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、高橋美奈委員が副委員長に当選されました。 

                                       

  ◎散会宣告 

〇伊藤永慈委員長 次に、予算特別委員会は、９日午前10時より本議場において開会いた

します。 

  本日の委員会はこれにて散会いたします。 

                           午前１０時１０分 散会 
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令 和 ８ 年 五 所 川 原 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 会 議 録 

予 算 特 別 委 員 会 

                                       

◎議事日程 

令和８年３月９日（月）午前１０時開議 

 第 １ 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度五所川原市一 

           般会計補正予算（第７号）） 

 第 ２ 議案第12号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度五所川原市一 

           般会計補正予算（第８号）） 

 第 ３ 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度五所川原市一 

           般会計補正予算（第９号）） 

 第 ４ 議案第57号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度五所川原市一 

           般会計補正予算（第10号）） 

 第 ５ 議案第14号 令和７年度五所川原市一般会計補正予算（第11号） 

 第 ６ 議案第15号 令和７年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

           （第４号） 

 第 ７ 議案第16号 令和７年度五所川原市下水道事業会計補正予算（第５号） 

 第 ８ 議案第17号 令和８年度五所川原市一般会計予算 

                                       

◎出席委員（２０名） 

    １番 花 田 勝 暁 委員     ２番 金 谷   勝 委員 

    ３番 和 田 祐 治 委員     ４番 木 村 清 一 委員 

    ５番 伊 藤 雅 輝 委員     ６番 藤 田 成 保 委員 

    ８番 秋 田 幸 保 委員     ９番  森 真 悦 委員 

   １０番 黒 沼   剛 委員    １１番 松 本 和 春 委員 

   １２番 成 田 和 美 委員    １３番 高 橋 美 奈 委員 

   １４番 外 崎 英 継 委員    １５番 木 村 慶 憲 委員 

   １６番 平 山 秀 直 委員    １７番 桑 田 哲 明 委員 

   １９番 山 田 善 治 委員    ２０番 木 村   博 委員 

   ２１番 伊 藤 永 慈 委員    ２２番 山 口 孝 夫 委員 

                                       

◎欠席委員（なし） 
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◎説明のため出席した者（２４名） 

          市     長   佐々木 孝 昌 

          副  市  長   鎌 田   寿 

          総 務 部 長   川 浪 生 郎 

          財 政 部 長   佐々木 崇 人 

          民 生 部 長   三 橋 大 輔 

          福 祉 部 長   片 山 善一朗 

          経 済 部 長   川 浪   治 

          建 設 部 長   古 川 清 彦 

          上下水道部長   平 野 聡 史 

          会 計 管 理 者   小 林 益 代 

          教  育  長   原   真 紀 

          教 育 部 長   藤 原 弘 明 
 
          選挙管理委員会 
                    鳴 海 新 一 
          事 務 局 長 
 
          監 査 委 員 
                    岡 田 正 人 
          事 務 局 長 
 
          農 業 委 員 会 
                    一 戸 武 二 
          事 務 局 長 
 

          総 務 課 長   荒 谷 智 子 

          防災管理課長   中 川 智 淑 

          財 政 課 長   永 山 大 介 

          健康推進課長   古 川 竜 大 

          子育て支援課長   山 内 かおり 

          商工観光課長   吉 田 純 也 

          土 木 課 長   工 藤   陵 

          経営管理課長   飛 鳥 順 一 

          教育総務課長   須 藤 淳 也 

                                       

◎職務のため出席した事務局職員 

          事 務 局 長   工 藤 義 人 
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          次     長   毛 内 貴 郎 
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                           午前１０時０１分 開議 

                                       

  ◎開議宣告 

〇伊藤永慈委員長 おはようございます。ただいまの出席委員20名、定足数に達しており

ます。これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ここで、議事の運営についてお願いを申し上げます。委員の質疑及び理事者側の答弁

は簡潔にお願いします。 

  議案審査の順序は、タブレット端末に配信しております議案審査日程のとおり行いま

す。 

                                       

  ◎議案第１１号 

〇伊藤永慈委員長 それでは、付託議案の審査を行います。 

  なお、質疑の際は予算書のページ数を明らかに願います。 

  それでは、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度五所川原

市一般会計補正予算（第７号））を議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は承認すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は承認すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１２号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年

度五所川原市一般会計補正予算（第８号））を議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 
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  採決いたします。 

  本件は承認すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は承認すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１３号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年

度五所川原市一般会計補正予算（第９号））を議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は承認すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は承認すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第５７号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第57号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年

度五所川原市一般会計補正予算（第10号））を議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は承認すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第57号は承認すべきものと決しました。 
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  ◎議案第１４号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第14号 令和７年度五所川原市一般会計補正予算（第11号）

を議題といたします。 

  16ページです。質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１５号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第15号 令和７年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

  18ページから質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１６号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第16号 令和７年度五所川原市下水道事業会計補正予算（第

５号）を議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 
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  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１７号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第17号 令和８年度五所川原市一般会計予算を議題といた

します。 

  なお、これから議題とするのは令和８年度の当初予算です。質問、答弁の際は、今年

度の令和７年度と混同することがないよう区別して質問、答弁を行うようお願いします。 

  初めに、歳入全款までについて質疑を行います。27ページまでです。 

  20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 市税のこれ、前年度対比でどのくらい増えているんですか。１項

から６項まで個別に。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 市税の項目ごとの対前年度比について、現年課税分でお答えいた

します。 

  まず、市税が１億9,068万2,000円の増、対前年度比が108.3％です。 

  固定資産税が3,240万9,000円の増、こちらも対前年度比が101.3％の増。 

  軽自動車税が1,138万5,000円の減、対前年度比が94.8％。 

  たばこ税が1,400万8,000円の減、対前年度比が97％。 

  都市計画税が95万4,000円の増、対前年度比101.1％。 

  入湯税が６万3,000円の増、対前年度比が107.2％となっております。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 この市民税、固定資産税、増えている要因は何ですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 増減理由としましては、令和７年産の米の概算額が昨年以上の大

幅増となったことによりまして農業所得者と、あとは田を貸与している不動産所得の所

得増が見込まれるものであります。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 
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〇20番 木村 博委員 今年は336億円の予算ですが、国の予算はまだ決まっていないの

で、あとこれ交付税とか、そういうのは確約取ってあるんですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 交付税につきましては、今年１月に国のほうで調整しておりまし

て、まだ概算は出ていませんけれども、変わることはあり得ます。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 たばこ税は97％。減っているんだけれども、これはどのようなこ

とで減る見込みですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 たばこ税につきましては、売渡しの本数が減少傾向となっており

ます。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 減少傾向と今言っていますけれども、どういうわけで減少になっ

ているんですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 健康志向の現れとか、いろいろ要因はあると思われます。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 市では健康の面を重視しておりますが、たばこ税がゼロになって

五所川原市民が全員健康になればそれでいいわけですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 たばこ私も吸いますけれども、健康であればもちろんいいと思い

ます。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 たばこ税は、これ４億5,000万円見ておりますけれども、たばこ税

を納めている人はたばこを吸う人なんです。それなのに市では、たばこを吸う場所を整

備していない。これはどういうことですか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 当市においては、市本庁舎、金木庁舎、市浦庁舎については敷地内

全面禁煙としているところです。こちらは、令和３年４月から本庁舎東側の公用車駐車

場敷地内も併せて禁煙することを庁議決定としております。 

  先ほど御指摘いただいたとおり、たばこ税の確保ということも大変重要なことと認識

しております。一方で、青森県では男女とも平均寿命が短い傾向にあり、県では短命県
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返上に向け、県民の健康増進のための様々な取組を進めているところです。 

  当市におきましても、今年度スタートした当市の総合計画で基本政策の一つに健康寿

命の延伸を掲げ、市民の健康増進に関する施策を進めているところでございますので、

何とぞ御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 この市税の中で、たばこ税だけ未納がないのです。こういう未納

がない税金をもっともっと増やすように、市ではなぜ考えないんですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 たばこ税は確かに未納がございませんけれども、ほかの税につい

ても今収納率を上げておりますので、御理解願います。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 今収納率は上げるって言っていますけれども、税金を納めなけれ

ば、ただ、今までははがき１枚来て100円多く払っているだけなんです。あとは、電話も

何も来ない。私もやってみました、去年。それなのに、こういうたばこ税、100％のもの

をもっと上げるように工夫したらどうですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 先ほど電話とかしていないというお話でしたけれども、ちゃんと

しております。督促状も出しておりますので、御理解願います。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 私もやってみましたけれども、督促状は来たよ。電話は一本も来

ていない。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 電話行くということは、督促出しても全く連絡がないとか、延滞

金が発生するとか、かなりの期間を滞納している状況だと思いますので、そういう方に

は電話等しております。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 今年から督促状の100円のあれはかからないということですので、

出さなければ、納めなければ全然税金は少なく、そのままの税金で納めていいというこ

とですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 払わなければ延滞金が発生します。また、延滞金も払わないと、

長期の滞納となれば給与の差押えとか、国税の還付金の差押えとか、いろいろやってお
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ります。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 あとの税金は、税率を上げても払わない人にかって負けるんです。

たばこ税だけは確実に100％もらえるんです。五所川原市ではもう少し、たばこ税を払っ

ている人のために環境を整備したらどうですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 たばこ税があるから喫煙所設置とか改修とかするというのは、ま

た別問題だと私は思っております。ほかの自治体でもたばこ税はもちろんあるわけであ

りますけれども、ほかの自治体でも公共施設のたばこの喫煙所を設置しているとか、設

置していないとか、様々あると思いますので、十分議論して設置するか、改修するか、

またはしないか、していきたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 20番、木村博委員。 

〇20番 木村 博委員 ぜひとも議論をして整備をすることをお願いして終わります。 

     （「関連で」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 私もたばこ税で質問するということでありましたので、委員長に

申し上げます。各部署にわたるということを御了承願いたいと思います。というのは、

要は施設が管財、そしてまた教育委員会、いろいろにわたっておりますので、御了承願

いたいという具合に思います。 

  まずは、喫煙者に対してそういう場がないということ、それじゃこれから置く気もな

いということの意味ですか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 現在のところ、市庁舎内あるいはほかの公共施設について、そうい

った喫煙所を設置する予定というのは今のところございません。 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 要は当市でインバウンドを考えているんですけれども、例えば全

国どこへ行っても駅には喫煙所は大分設置しているんです。そしてまた、大きなイベン

トがあるというところも喫煙所を設置しているんです。そうすれば、車で来ている人は

いいんだけれども、例えば汽車で来るとかバスで来る人は、喫煙者はどこで吸うんです

か。考えたことありますか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 喫煙する場所について考えたことがあるのかという御質問ですけれ
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ども、私も以前たばこのみでありました。令和２年にやめて、もう６年にはなりますが、

たばこを吸っていたときには、駅に行くと常に喫煙場所というのを探していたように思

っております。そういった公共施設の公共的な場所で、そういった喫煙施設というとこ

ろが設置されていることも重々承知しております。先ほども申し上げましたが、当市に

おきましては、健康寿命の増進、健康寿命の延伸というのが市のほうで進める総合計画

の中でも施策の大きな柱の一つでありますので、そういったことを推し進める必要があ

るために、やはりそこは、喫煙場所の設置というのは、そういったこととちょっと相入

れない施策のほうになりますので、そういったことで現時点では喫煙場所についての設

置というのは考えていないというところでした。 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 これは確かに健康のことを考えればということの意味ですけれど

も、それは厚労省の通達はそうかも分からないけれども、総務省の通達ではこれだけの

たばこ税を皆さんいただいているんだで、それなりのことをしていかなきゃならないと

いう、そういう厳しいことはするべきでないという具合に通達しているんです。それを

あえて健康だけやっていてあれなんですけれども、事あるごとにインバウンドで外から

お客さんを呼んでおいて、たばこ吸うとき、最初からここ当市は健康を宣言しています

から、たばこは一切吸えませんよと、そういう具合にして一言書いたらどうなんですか。

ラインか何かに。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 やはり受動喫煙の防止ということは大変重要なことでありますの

で、予算の使い道としても受動喫煙の防止ということの啓発に向けるとか、マナーの向

上に向けるとか、そういった部分で予算のほうを執行していくべきなのではないかと考

えております。 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 公民館もコミセンもそうですけれども、全ての市の土地、建物、

全部禁煙だということですか。各公民館もそうですけれども、総務、それから教育委員

会、管財も総務ですっけか。全部禁煙だということ。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 公共施設につきましても、健康増進法上の第一種施設、第二種施設

と分けられております。公民館ですとか、あとコミセンのほうは第二種施設になります

ので、そういった部分では建物内の禁煙はもちろんですが、敷地内についても原則禁煙

とされているところと考えております。 
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〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 教育委員会としましても、公民館、あとその他の観光施設ですけれ

ども、斜陽館、津軽三味線会館、社会教育施設でもう一つ図書館、あと文化施設でいい

ますと、ふるさと交流圏民センターのオルテンシア、そういったところの建物内及び敷

地内、これに関しては原則禁煙とさせていただいております。 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 オルテンシア、それから克雪ドーム、これから館が恐らく７月か

ら開館になるんですけれども、少なくとも新しくできるところに対しては、館もそうで

すけれども、あの敷地、建物以外のところにも分煙の施設を造っていただくというもの

も、やっぱり納税者、たばこを吸う人のために、ある程度そのぐらいのことはしてくれ

てもいいんじゃないかなと思うんだけれども、例えば敷地内で、市役所の中も、要する

に駐車場も駄目だということです。罰則は何かあるんですか。それじゃ、指定管理させ

ているところでたばこ吸わせていないんですか。しているところもあるでしょう。私た

ち知らないだけで、みんな灰皿出して吸わせていますよ。そういうところは指定管理に

対してどういう罰則設けているんですか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 ただいま御指摘あった建物については、一部そういった灰皿を設置

しているような場所もあるやに聞いております。ただ、こういったことを踏まえますと、

利用者の当然利便性ということもあるんですが、市としてはやはり総合計画で先ほど申

し上げました市民の健康増進、そしてまた健康寿命の延伸という大きな施策の柱がござ

いますので、指定管理者のほうにもそういったことを御理解の上で、今後そういった灰

皿の設置ですとか喫煙所については、いま一度検討いただくと、できればそこもやめて

いただくという形にしたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ４番、木村清一委員。 

〇４番 木村清一委員 これ押し問答してもあれですけれども、今私何でそう言うかとい

えば、この間はたちの集いに行ったら、外に灰皿２つ出して吸っていました。二十歳の

人に吸わせてたんだか分かんないけれども、初めてたばこ吸えるはんで吸わせてんだか、

それは分かりませんけれども。 

  それと同時に、この今雪解けすれば克雪ドームの周り、それから体育館の周り、すご

い灰が、要するにたばこの吸い殻が散乱しているんです。結局そういう施設を設けない

から、そういう具合になるんです。そういう対策は何もしないで、ただたばこ吸えば駄

目だとか、それでたばこを買うなら五所川原市でとか、そういう宣伝は何かおかしくね
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えか。あまりこういう具合にしてあなたたち突っ張れば、私でもほかからたばこ買いた

くなりますよ。そういった面で、やっぱりある程度そういう具合にして、たばこのみに

対しても、分煙すればいいんですよ。ただ健康増進、健康増進って、ほかから来た人、

おめだちインバウンドで人を呼んでおいて、これだけ冷たい市はないでしょう。吸うん

であれば、ここでは絶対吸えませんからって、ただそうやって引き離すんじゃなくて、

人が来やすいような、そういう場を造ってくださいよ。今どうのこうのって、もう時代

がどこ行ってでもちゃんと分煙する、駅前行って五所川原市に降り立ったら、まるっき

りたばこ吸う場所がないなんて、そういうむちゃなことはないように、ある程度外から

来た人も、そういう具合に考えていってほしいということを言っておきます。 

  あと、おめだちとことんそうしてやるんであれば、何も別にある程度予算使うなり、

年に１つずつ造っていけばいいことなんで、そうお金かかるようなことでないと思うん

だ。ある程度そうやっていて、よそから来た人のことも考えて、そしてまたたばこを吸

わない人のことも考えて、そういう分煙の場を造ってほしいという具合に要望して終わ

ります。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 

〇11番 松本和春委員 ７款の地方消費税交付金について、この使い道と金額をお知らせ

ください。 

〇伊藤永慈委員長 ページ数もお願いします。 

〇11番 松本和春委員 ３ページです。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 御質問にお答えいたします。 

  地方消費税交付金は、都道府県税である地方消費税の一部が人口や従業者数に応じて

市町村に交付されるものでございます。 

  お尋ねの地方消費税交付金の使い道です。当該交付金は、平成25年度まで特段使途の

定めがございませんでしたが、平成26年度以降の消費税率の引上げに伴う増収分につい

ては、社会保障施策に要する経費に充てることとされたところです。当市の令和８年度

予算では、当該交付金15億2,872万5,000円を歳入に計上しており、その内訳としては一

般財源分が６億9,522万1,000円、社会保障財源分が８億3,350万4,000円となっておりま

す。 

  当市におきましては、当該交付金の社会保障財源分を障がい者福祉、児童福祉、高齢

者福祉などの社会福祉に関する事業、こちら事業費で88億9,096万1,000円となっており

ます。このほかに、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険などの社会保険に関する
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事業、こちら事業費が26億7,418万5,000円となっております。最後に、疾病予防対策事

業、それから医療費給付事業など保健衛生に関する事業、こちら事業費が18億6,639万円、

これら大きく３つの事業の財源として使用しております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 

〇11番 松本和春委員 これ今国のほうで消費税、来年度から２年間、食品に対する消費

税を廃止するってなったときの財源、減ると思うんだけれども、今15億円つけているこ

れが幾らぐらいの計画、予算見ていますか。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 消費税の減税につきましては、現在国の社会保障国民会議において、

給付付き税額控除と併せて議論されているところでございますが、仮に消費税減税とな

れば、住民の負担は軽減されるその一方で、国税である消費税、それから都道府県税で

ある地方消費税の大幅な減収が見込まれます。ひいては、消費税を原資とする地方交付

税、それから地方消費税を原資とする地方消費税交付金にも大きな影響を及ぼします。 

  残念ながら、幾ら減るかというところは、今現在では分からないのですが、場合によ

っては、その代替財源の確保につきまして、県や市長会を通じた要望も視野に入れなが

ら、今後の国民会議の議論の行方を注視していきたいと考えております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 20ページの国庫支出金、デジタル基盤改革支援補助金１億3,600万

円余りの補助金が計上されているんですけれども、これはどのようなものに対しての補

助金なのか、説明をお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 デジタル基盤改革支援補助金は、住民基本台帳事務や税関係事務な

ど、地方公共団体の主要な20の業務で使用するシステムを国の標準化基準に適合したシ

ステムへ計画的かつ円滑な移行を図るため、その移行に要する経費に対し交付される補

助金です。補助率は10分の10となっております。 

  そして、今回計上しております補助金１億3,674万5,000円の充当先事業が３事業あり

ます。１つ目が、予算書の32ページに掲載しております２款１項１目の情報システム管

理費に１億2,116万9,000円充当し、こちらにつきましては介護保険システム及び後期高

齢者医療システムの標準化移行業務及びそれに伴う総合収納システムの改修業務の委託

となっております。 
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  ２つ目は、予算書の40ページに記載しております２款２項２目の賦課事務費に1,399万

2,000円を充当しております。こちらにつきましては、固定資産税システムと法務局登記

異動データの連携の標準化移行業務の委託となっております。 

  ３つ目は、予算書の41ページになりますが、２款３項１目の戸籍住民基本台帳費の戸

籍住民基本台帳事務費に158万4,000円充当し、その内容は戸籍附票システムの標準化移

行業務の委託となっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ありがとうございます。 

  結構大きな補助金だったので、何かこれでまた五所川原のデジタル推進が図られるの

かなと思って質問させていただきました。今の答弁ですと、特別、例えば新しいデジタ

ル化というものに対しての予算ではないということでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 はい。お見込みのとおりでございます。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 15ページなんですけれども、法人市民税が減収になっていますが、

この要因について教えていただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 法人市民税の減収の理由についてお答えいたします。 

  市内にあります半導体製造業者の大規模な設備投資によりまして、前年度の所得割が

好調でありました。８年度はほかの事業所も含んだ近年の減収率の平均を鑑みまして、

減収、減少を見込んだものであります。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 17ページの８款１項１目環境性能割交付金ですけれども、たしか

これ３月31日で自動車税の環境性能割が廃止されることになっておりますが、国による

減収の補填というのはされるのでしょうか。お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 自動車税の環境性能割が廃止されることになるけれども、国による

減収補填はあるのかという御質問です。 

  委員おっしゃるとおり、令和８年度から自動車の取得時に課される環境性能割が廃止

され、自治体に交付される環境性能割交付金は、滞納繰越分などの少額分が年１回交付

されることとされております。これに伴う減収分につきましては、国において全額補填

というふうに通知がございます。 
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  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 減収が補填されるのであれば、これは恒久的な財源なんですか。

それとも、地方交付税ということで調整となるんですか。何のやつでこれ来るんですか。

ちょっとお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 お答えします。 

  現段階において、減収分については地方特例交付金、こちらで安定財源を確保するま

での間、国の責任において手当てするとなっております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 ちなみになんですけれども、この環境性能割の交付金、当市とし

てどのような事業に今まで使われていたのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 環境性能割交付金でございますが、一般財源ということで、市の事

業全てといいますか、事業を特定して使っているわけではございません。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 一般財源に入れているということで、ちょっとあれだったんです

けれども、私、自動車税の環境性能割の交付金ということであったんで、道路整備とか

道路維持予算、そういうのに使ってあったと思うんですけれども、実際地方交付税の特

例金ですか、地方特例交付金で賄えるとすれば、道路整備は道路維持の予算には、これ

って影響は出てくるものなんですか。ちょっとお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 先ほども申し上げましたが、国におきまして地方特例交付金によっ

て全額補填ということでございますので、歳入予算には大きな影響はないというふうに

考えております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 15番、木村慶憲委員。 

〇15番 木村慶憲委員 21ページの14款２項４目土木費国庫補助金、道路橋梁費補助金、

これの内訳についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 
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〇工藤 陵土木課長 お答えいたします。 

  道路整備事業費補助金につきましては、国土交通省の道路整備に関連する補助金及び

交付金事業でございます。当市では、道路メンテナンス事業、社会資本整備総合交付金

事業、交通安全対策事業を活用し、道路橋長寿命化修繕事業、舗装補修事業、広田・尻

無線整備事業、雪寒機械購入事業、除排雪事業、以上５つの事業に充当しております。 

〇伊藤永慈委員長 15番、木村慶憲委員。 

〇15番 木村慶憲委員 この関連の予算の使い道として、歳出のほうに出ている事業があ

りましたので、これは歳出のほうで質問させていただきます。 

  よろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 20ページの14款１項２目の新型コロナウイルス予防接種健康被害

給付費負担金ですけれども、当市の健康被害に対する相談窓口の周知体制はどのように

なっているのかお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 まず、この負担金でございますけれども、令和３年度から令和

５年度に臨時接種として実施された新型コロナウイルス予防接種事業で接種をして、そ

れによって病気や障がいなどの健康被害に遭われたと国に認定された方に対して、健康

被害救済制度として、その医療費、障害年金、死亡一時金等を国の全額負担で市から給

付するものでございます。 

  この制度の周知方法についてですが、市から対象者全員に送付した予診票等と一緒に

ワクチンの効果と副反応についての説明や、この健康被害救済制度及び相談先である市

の窓口を記載したものを同封しておりまして、また市の集団接種会場で接種された方に

は、全員に同じ内容のチラシを再配布いたしました。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 当市におけるこれまでの被害申請件数と、国での認定、また現在

の審査待ちとなっている件数はどのくらいあるのかお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 この臨時接種における健康被害救済制度に申請された方は、令

和５年度に１名、令和６年度に１名の計２名が申請しておりまして、いずれも認定され

ております。また、審査待ちとなっている方はおりません。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 
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〇３番 和田祐治委員 これまで実際に支給された給付費と、その内訳について、多分医

療費とか障害年金だと思うんですけれども、どのぐらい使われたのか、ちょっとお伺い

します。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 現在まで支払われた額ですけれども、全て医療費及び医療手当

で、お二方に総額101万5,940円が給付されております。お一方は治療が既に終了してお

りますけれども、もう一方は治療継続中となっておりまして、この方がワクチン接種に

起因した医療費及び医療手当は、これからも発生するたびに国の負担で市から給付され

ることになります。また、死亡一時金とか障害年金等の給付実績はありません。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 それでは、この給付費の負担金というのは、被害者に対してこれ

からも国によって継続的に支払われるということでよろしいですか。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 お見込みのとおりです。 

〇伊藤永慈委員長 歳入全款までについての質疑を終了いたします。 

  次に、歳出については款別に質疑を行います。 

  初めに、第１款議会費及び第２款総務費に対する質疑を行います。28ページから47ペ

ージまでです。 

  13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 29ページ、総務費の総務事務費の中にある弁護士委託料66万円に

ついて、こちらは委託料となっているんですけれども、委託内容はどのようなものでし

ょうか。お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 総務課長。 

〇荒谷智子総務課長 弁護士委託料の委託内容についてお答えします。 

  こちらは、市の顧問弁護の委託料となっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは、直近３年間でも構わないので、３年間の活用実績とい

うものがあればお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 総務課長。 

〇荒谷智子総務課長 こちらは、令和４年度から導入しております。令和４年度が９件、

令和５年度が11件、令和６年度が９件、令和７年度、今年度が今のところ12件でして、

合わせて現在41件です。平均すると年10件ほどになります。 
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〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、ここ一、二年ほど前副市長の関連の談合事件などい

ろいろございましたが、そちらの相談的なものも、こちらの弁護士委託料の中で相談さ

れているということでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務課長。 

〇荒谷智子総務課長 相談のほうは、そのようにしております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、その弁護士さんに相談した損害賠償請求の可否につ

いても、どのように弁護士さんから見解示されたとかって、お示しすることは可能でし

ょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務課長。 

〇荒谷智子総務課長 一般質問等で答弁しておりますとおり、顧問弁護士のほうに相談は

しております。ただ、最終的に市のほうで決定のほうはしております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、次に30ページの総務費、総務管理費の中の中段の辺

りにある職員研修事業について、こちらはどのような研修を実施しているのかお知らせ

ください。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 研修につきましては、職員の研修について、職員の内部研修、そし

てまた研修所で行う研修所研修、様々ある中のこちらについては、職員内部研修で民間

の研修を実施する事業者さんに委託する事業でございます。 

  研修内容としては、今現在予定しているものですけれども、マネジメント力の向上研

修、人事評価研修、メンタルヘルス研修、ハラスメントの防止研修、カスタマーハラス

メント研修、政策立案課題解決研修、そういった様々な研修を実施予定としているとこ

ろです。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、こちらは今の内容を聞くと、例えばですけれども、

直近でいろいろ元職員の収賄事件みたいなものがございました。そういったコンプライ

アンス面ですとか、職員の内規の研修みたいなのは、この内容には含まれていないとい

うことでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 こちらの委託の予定の中には、今おっしゃっていただいたコンプラ
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イアンスに関する研修については含まれておりませんけれども、今年から、１月から人

事課職員が講師となって、全職員を対象にコンプライアンス研修を現在３回実施して、

187名受講しております。こちらにつきましては、年度明けても10回程度予定しておりま

す。合わせて職員大体650名、会計年度任用職員含めるといるんですが、全職員に対して

こういったものを実施する予定です。 

  また、この内部の研修以外にも、青森県の自治研修所で行う基本研修を職員に対して

は受講させております。その中で、当然公務員倫理に関する科目もございます。こちら

につきましては、新採用時から主事、主任、主査、主幹と、職位に応じてその都度研修

を受講させておりまして、その中でも公務員倫理のそういった研修の受講を通して、意

識の向上、倫理の向上の徹底を図っているというところでございます。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 関連で、今の市の元職員の収賄事件についての話が出ましたので、

質問させていただきます。 

  先日の私の一般質問の中で、現在市が把握している事実は何かということと、それか

ら今回の事案を受けて内部での点検を実施したかというふうな質問の中で、答弁では業

務の見返りとしての金品の受領については２月20日までの調査の中では認識していない

という答弁されていましたけれども、次の日の新聞報道の中で出ている内容とちょっと

違うのじゃないかと思うのですが、その辺もう一度お知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 答弁した内容で申し上げますと、業務の見返りとしての、そういっ

た受け取ったものはなかったというふうに答弁したと記憶しております。新聞報道では、

そういった業務の見返りでもらったものはないということのほかに、例えば缶コーヒー

ですとか、お茶、そういったお菓子といったものを受け取った職員が、その調査によっ

て受け取ったことが分かったものであります。ただ、その内容としては社会通念上ある

程度認められる範囲だということで、私どもとしては判断した次第です。その人数が27人

いたということがまず調査としては判明して、それについて報道がされたというところ

でした。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 もう一つ聞いています。贈答品の受領の基準は市のほうで設けて

いますかということで質問していますけれども、それも基準もまだ明確にされていない

ということでしたけれども、その社会通念上というのはどういった内容で、その中に含

まれているのか、含まれていないのかお願いします。 
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〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 まさに社会通念上、どこまで認められるかというところのルールが、

現在私どもとしては、はっきり明文化したものはございません。今回につきましては、

人事課、そして私どものほうで、この範囲であれば社会通念上認められるだろうという

ところで線引きをして判断しました。 

  しかしながら、そういったものが、ルールがないというところがやはり問題、はっき

りそれをお示しできないというところが問題としてありますので、そちらのルールづく

りをすることによって、職員もまずそういったことの、これもらっていいのかどうかと

か悩むことがないよう、もしもらった場合は、例えばしっかり上司に報告するなどとい

った、そういったルールづくりが必要であると考えておりますので、速やかにルールづ

くりを進めてまいりたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 質問しているにもかかわらず、議会の報告より新聞報道で先に知

ったというのは、これどういう対応になりますか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 件数まで申し上げなかった中で、新聞報道が先になってしまったこ

とについては、改めて申し訳なかったと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 私は議会軽視だと思われるんですけれども、市側はどう捉えます

か。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 今回の件につきましては、あくまでも業務の見返りとして受け取っ

たものはなかったという答弁でございました。そちらに尽きるんですけれども、件数に

ついては確かに答弁の内容に入っておりませんでしたので、その点につきましてはここ

でおわび申し上げたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 私の聞いたのは、今回の事案を受けて内部の点検は実施したかと

いうことを聞いております。社会通念上がいいとか悪いとか、そういう問題ではなくて、

こういうことはちゃんと議会に報告するべきだと私は思いますので、そこはしっかりと

今後対応をお願いいたしたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 35ページですけれども、市浦庁舎管理費の中の修繕費が3,000万円
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近くと、例年と比べて突出しているんですけれども、何をされるか教えていただけます

か。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 こちら市浦庁舎の管理費修繕料ということでお答えいたします。 

  市浦庁舎管理費の修繕料は、主に市浦庁舎外壁、屋根修繕と市浦庁舎の自動火災報知

機設備等の修繕についてであります。こちらは、まず外壁、屋根の修繕については、市

浦庁舎が昭和63年建築で築38年経過し、老朽化により雨漏りが大変著しい状況でござい

ました。令和６年に実施した業者による調査結果で、屋根のほぼ全体で下地から浮いた

状態であることから、早急に屋根の改修が必要と判断したものです。なお、事業費の総

額については2,713万8,217円、修繕内容としては仮設の足場、上屋根の改修などを見込

んでおりました。 

  もう一つ、市浦庁舎の自動火災報知機の設備等修繕についてであります。こちらは、

消防用設備等の点検の結果、基盤が故障していることが判明し、そちらについての改善

をしたものです。事業費については199万6,500円見込んでおります。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 38ページの企画費、ふるさと未来戦略課に関わるところで、以前

は輝く学生応援プロジェクト事業というのがありましたが、これが見当たらないんです

が、これは廃止になったのか、それとも同等の事業がほかにあるのか教えていただけま

すか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 学生支援のプロジェクトのことで答弁いたします。 

  この輝く学生応援プロジェクトでありますが、学生向けの支援制度として令和３年度

から令和６年度まで実施しておりまして、高校生や大学生などの学生団体が五所川原市

の活性化のために行う自主的な活動に対して、その費用を支援してまいりました。 

  令和７年度からは新たな総合計画の策定に合わせまして、市民協働まちづくり促進事

業、こちらを創出し、市の将来像として掲げる「市民ひとりひとりの『思い』で輝く五

所川原」の実現に向けて、ＮＰＯ法人や市民団体、また学生等が自主的かつ自発的に行

う地域の活性化や地域課題に向けた公益的活動に対して補助金を交付しているところで

あります。 

  令和８年度においても、学生や市民団体による地域活動への支援を継続して行い、将

来像実現に向けて取り組んでまいります。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 
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〇１番 花田勝暁委員 同じところですけれども、より広いプロジェクト事業になったこ

とで、学生の参加というのは減ったりはしていないんですか。学生に対する広報面など

について教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 学生に対する補助金でありますが、以前、令和６年度までやって

おりました輝く学生応援プロジェクトは、補助率10分の10の上限が15万円でありました。 

  今現在やっております事業は、こちらも補助率は変わりません、10分の10ですが、上

限が10万円となっております。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。参加団体数とか、そういう点について教えていただ

けますか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 学生応援プロジェクトの話でよろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

  令和３年度が４件、令和４年度が３件、令和５年度は実績ございません。令和６年度

が１件となっております。ちなみに、令和７年度の学生支援コースは２件であります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 39ページの総務費の中にある商工観光課の地域おこし協力隊推進

事業についてなんですけれども、こちらは現時点でどのような応募があったのか、現状

についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。地域おこし協力隊の応募状況と、それから活動

の開始時期について、それではお答えいたします。 

  地域おこし協力隊には７名が応募に興味を示し、そのうち４名の応募がありました。

４名の方が一次選考を通過いたしました。１名の辞退はありましたが、３名で最終選考

を行った結果、２名の内定となりました。 

  今後の活動開始時期についてでございますが、４月１日に任命式を行い、着任後に活

動を開始する、そういう予定になっております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 しばらく長い間地域おこし協力隊、度々予算などでも質問させて

いただいていたんですけれども、ずっといなくて、やっと五所川原にも誕生するかと思
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って期待をしております。いつからというのが４月１日からということだったんですけ

れども、そうすればその決まったお二人に関しては、もう五所川原のほうに入られて準

備を進めている段階だということでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 その２名の方については、居住の条件とか、それぞれ内覧とか

ということで今準備を進めているところです。整い次第、五所川原市内に入る予定とな

っております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 活動については、観光の発信がメインというふうにたしか聞いて

いたつもりなんですけれども、所属というか、ふだん活動自体は観光協会のほうにいる

のか、五所川原市役所のほうにいるのか、その辺をお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 会計年度任用職員として２名を採用する予定です。主に観光協

会の業務、情報発信の面だったりということを担っていただくんですけれども、所在は

商工観光課のほうに在籍していただいて、業務に努めていただくと、そのように考えて

おります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 非常に重要だというか、大切な役目を担うと思いますので、しっ

かり課のほうでもサポートしながら発信に努めていただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 38ページです。ここに再生可能エネルギー促進農山漁村活性化事

業とありまして、次のページに住宅用太陽光発電等導入支援事業補助金とありますけれ

ども、まずこの２つの事業の内容を説明願います。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 まず、再生可能エネルギー促進農山漁村活性化事業の内容につい

て御説明します。 

  この事業は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の

促進に関する法律に基づく協議会の開催費用として、委員報酬と費用弁償を計上してお

ります。現時点では、具体的な協議会の開催を予定している案件はございませんけれど

も、再エネ業者からの相談が増加している状況を鑑みまして予算を計上しております。 
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  次に、住宅用の太陽光発電の設備の導入支援の事業について説明いたします。この事

業は、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギーの活用を促進するため、

自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置する家庭に対し、その費用の一部を助成す

るものであります。令和７年度は県で実施しておりました。令和８年度からは県の補助

金を活用して、市で実施するものであります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 まず、この再生可能エネルギー促進農山漁村活性化事業の考え方

ですけれども、今までは再生可能エネルギーのことについてどのような考え方であった

のか。それに対して、今後は五所川原市はこの再生可能エネルギーのことについて、ど

ういうふうな目標を立てて、どう取り組んでいくとか、その方向性、それをきちんと御

説明願います。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 再生可能エネルギーでありますけれども、太陽光発電、風力発電、

どちらもございます。当市では、市浦地域が風力発電、今も現在ありますけれども、そ

ちらに力を入れてやっていきたいと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 今日までは力を入れていなかったんですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 もちろん今までも力を入れておりました。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 その割には、中泊町のほうに風力発電、あちらのほうがざっと優

先的に設置されたりとか、残念ながら五所川原市のほうは非常に後回し、遅れてきたと

いうような印象を否めないんですけれども、今後はこれを、方向転換したのかどうなの

か分からないんですけれども、風力発電のことについては積極的に、そういうふうな話

があれば取り組んでいく姿勢があるのかないのか、その辺をお尋ねします。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 現在市では風力発電２か所、大規模な風力発電稼働中であります。

今後計画中の発電事業所もございますので、協力して、できるだけ早くやっていきたい

と思っております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 風力発電の最大のメリットというのは、当市にとっては何でしょ

うか。 
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〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 風力発電の施設が建てば固定資産税も入るでしょうし、あと事業

が進めば経済的な恩恵も得られると思っております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 御存じのように、自主財源が増えるということですよね。ですか

ら、やはり固定資産税の税収というのは、つがる市の場合には年間32億円ですか、風力

のほうの自主財源があると。五所川原市にはそれほどのものがないというところでも差

があるわけですよね。ですから、こういう自主財源を確保していくためにも、ぜひとも

積極的な取組の姿勢を示していくということが大事だと思いますけれども、どうでしょ

うか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 今委員おっしゃられたとおり、固定資産税も含めた自主財源の確

保は大変重要だと思っておりますので、参考にさせていただきます。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 今の太陽光発電の件で、関連でお願いします。 

  この太陽光発電の事業は今年度からだと思うんですが、これから何年間ぐらいの事業

だと考えておりますか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 この事業でありますが、県の補助金を財源としております。県の

ほうは、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、こちらを活用した事業であります。

県では令和11年度まで補助事業を実施することとしておりますので、当市の補助事業も

令和８年度から令和11年度までの４年間実施する予定であります。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 これは、太陽光発電と蓄電池への助成だと思うんですが、想定し

ている助成金額をお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 太陽光発電は20基分、蓄電池も20基分であります。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 20基ですか、20か所ですか。 

     （「20件」と呼ぶ者あり） 

  20件。じゃ、金額のほうもよろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 
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〇佐々木崇人財政部長 合計で1,200万円でありますが、600万円、600万円であります。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 最近の自然災害で停電する機会が多くなってきているんですが、

当市の避難所で、公共施設の中で非常電源だとか、再生エネルギーを持っている設備は

どれぐらいあるのか、今分かる範囲でお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 すみません。今現在分からないので、後ほど。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 もう一点、五所川原市の垂直積雪量でいきますと、市内、当市の

ほうは160センチ以上というふうになっているんですが、ほとんどのメーカーさんが太陽

光の耐用積雪量は150センチ以下なんです。でいくと、メーカーさんのほうのパネルの対

応ができない、市ではメーカーのパネルは設置できないような状況になっているんで、

そこら辺のところを把握した上でこの考えをしているのか、ちょっとお聞かせください。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 その辺は把握しておりませんでした。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 結構メーカーさんの制限があり、あとは最近外国製だとか、いろ

いろ台湾、韓国、中国製とか多く入ってきています。なかなかパネルだとか、パワーコ

ンディショナーの入りが遅くなってきていますので、そこら辺も十分考慮した募集要項

にしていただきたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 34ページの一番下段のほうにある公共施設等配置適正化事業、こ

ちらの内容についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 公共施設等配置適正化事業、こちらにつきましては金木の芦野公園

内の芦野集会所、自然休養村管理センター、旧金木歴史民俗資料館の解体に係る事業に

なります。こちらは、まず調査業務の委託料につきましては、自然休養村管理センター、

旧金木歴史民俗資料館の解体工事に着手する前に工損調査、家屋調査を行う予定です。

工事により周辺の建物や工作物に与える影響を評価するために行われる調査で、建物の

状況を記録し、損害の有無や原因を判断する目的があります。 

  次に、設計監理業務委託料でございます。解体設計意図伝達及び解体工事監理になり

ます。こちらは、令和８年度から令和９年度の業務となります。 



－ 32 － 

 

  次に、工事請負費につきましては、芦野公園内の芦野集会所、自然休養村管理センタ

ー、旧金木歴史民俗資料館の解体工事になります。こちらも、令和８年度から令和９年

度の業務となります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、こちらは次期金木の公民館が建つ予定の場所の解体

費用ということでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 お見込みのとおりでございます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、35ページのすぐ一番上段にある金木公民館代替施設

建設事業1,551万2,000円、こちらは何の事業なのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 金木公民館代替施設建設事業についてお答えいたします。 

  こちらは、まず測量業務委託料につきましては、新施設建設のための土地の境界や位

置など、形状を把握するための測量業務であります。建築確認申請の際にも必要となる

ことから行う予定であり、委託料171万6,000円を計上しております。 

  次に、設計監理業務委託料につきましては、新施設建設のための設計業務になります。

こちらは、令和８年度から令和９年度の業務となります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、解体と同時に設計も進めていくという捉え方だと思

うんですけれども、私が聞く限り、ちょっといろいろその設計内容が二転三転している

と思ったんですけれど、前回一般質問でも若干触れさせていただきました。実際はどう

いった内容で、その建設の設計を委託する予定なんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 これまでも地域住民の方々からいろんな意見を頂戴して、設計に向

けて今調整しているところでございます。例えばそういったホールに舞台を設置するで

すとか、あと音響の関係、様々いろんな頂戴した市民の皆さんからの御意見ありますの

で、そちらを今後調整して設計に反映していくこととなると思われます。また、これま

で度々説明会も行っておりました。そちらにつきましても、今後また検討してまいりた

いと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、令和８年度から令和９年度にかけて設計があらかた
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できるという捉え方だと思うんですけれども、今現在公民館もございます。そちらの解

体については、いつ計画しているのか。また、予算など分かっていましたらお知らせく

ださい。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 個別施設計画の中では、2029年度以降に一応解体、除去する予定と

いうことで計画しておりますが、こちらの新しい金木公民館の代替施設を建設できるタ

イミングとの兼ね合いもありますので、若干それが今後どう影響してくるかということ

はありますけれども、あくまでも新しい施設が建設されてから、元の施設は除去のタイ

ミングを検討することになると思います。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 大事なことを聞き忘れていました。その新しい施設の予算という

のは、大体どのぐらいを見込んでいるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 現在新しい施設についての建設費用というところでは、具体的な金

額についてはまだ現在検討中ということでございました。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 どういった建物ができるかというのもまだ分からないので、検討

中となると思うんですけれども、そうすればその先の施設の管理費等についても、未定

のまま進めているということでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 総務部長。 

〇川浪生郎総務部長 現在解体に向けたそういった工事額については、今予算として数字

をお示ししているところですけれども、それ以降の新しい施設につきましては、現在数

字のほうはまだ未定でございます。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 38ページのここに医療・福祉職子育て世帯移住支援事業とありま

すけれども、これの内容説明願います。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 医療・福祉職子育て世帯移住支援事業でありますけれども、こち

らは県と協調して実施する事業でありまして、令和５年度より開始した事業であります。

この事業でありますが、県外から移住してきた子育て世帯のうち、県内の医療機関や福

祉施設などに就業した方または医療・福祉職の資格取得のために県内の特定の養成機関

に就学した方を対象として、支援金を交付する制度であります。 
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  交付金額でありますが、１世帯当たり100万円であります。18歳未満の子供を有する世

帯においては子供１人当たり30万円、また独り親の世帯についてはさらに100万円を加算

するという事業であります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 そうすると、この移住に関しては１回きりですか。１回助成金を

出すと、それで終わりということでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 そのとおりです。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 何年間、５年なら５年とか出すとか、そういうものではないわけ

ですね、そうすると。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 移住されてきた方に対して100万円、五所川原に定住される方であ

ります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 これは、市の持ち出しというのはどんくらいあるんですか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 市の持ち出しは４分の１であります。要は100万円の事業であれ

ば、県が75万円、市が25万円であります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 この制度、決してこれは私否定するものではないんですけれども、

もうちょっと確認します。これは、県外から県内に来て、例えば五所川原に来ていただ

いたという場合に適用になるんであって、県内の人が五所川原市に移住してきたという

場合にはどうなるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 あくまでも県外からであります。県内の移住は支給されません。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 具体的には、例えば仙台とか北海道とかの医療の大学とか専門学

校を出て、それで資格を取って、県内、五所川原に就職をするという場合に適用になる

という考えでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 そのとおりでありますが、先ほども申しましたけれども、子供子
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育て世帯の移住支援でありますので、御夫婦と子供が必ずということであります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 分かりました。子育て世帯ですもんね。 

  この目的というのは、医療、福祉に関わっている人に積極的にそういうふうな制度を

支援しようという、呼び込みをしようということなんでしょうけれども、これ自体は別

に私は否定するわけじゃないんですけれども、どうしてこういうふうにして限定したも

のなのか、分かりますか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 詳しくは分かりませんけれども、この地域は医療職、福祉職に従

事をする方が少ない、青森県全体で少ないので、そういう事業を県で起こしたと思って

おります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 北海道とか仙台、あっち方面から青森県内に就職してこようと、

給料自体も違うだろうし、なかなか来る人が現実として少ないという事情も分かります。

ただ、五所川原市の姿勢としては、これにプラスしてこういう医療職、こういう福祉職

以外の一般の企業に就職する、こういう子育て世帯の人たちにも受皿を広げていくべき

ではないかというようにして考えますけれども、どうでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 単独事業ではありませんけれども、東京圏から来られる子育て世

帯とかなしで、ＵＩＪターン起業・就業創出事業、こちらがありますので、東京圏から

来られる方に対しては支援金がございます。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 第１款議会費及び第２款総務費についての質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。再開は午後１時を予定しております。 

                           午前１１時２６分 休憩 

                                       

                           午後 １時０１分 再開 

〇伊藤永慈委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案第17号の審査を続けます。 

  第３款民生費及び第４款衛生費に対する質疑を行います。47ページから63ページまで

です。 
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  13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 53ページのこどもの居場所事業についてです。こどもの居場所運

営と遊びの広場の委託料、それぞれ計上されていますが、こちら立佞武多の館にリニュ

ーアルオープン後に設置される場所だと思うんですけれども、そちらの具体的な内容が

どういうふうに決まったのか教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 遊びの広場については、未就学児を対象として室内で安心

して遊べる大型遊具を整備しています。あとは、児童用図書も備えまして、親子で読み

聞かせができるスペースも提供する予定です。 

  あと、学びの広場につきましては、フリースペースとして中高生を対象に開設して、

Ｗi―Ｆiの設置、それから軽食用に電子レンジ等を設置します。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは、もう委託先は決定しているんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 プロポーザルのほう終わっておりまして、委託先は株式会

社アンフィニに決まっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは、こどもの居場所と遊びの広場、両方ともアンフィニに

委託するということでよろしいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 そのとおりです。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 まず、遊びの広場のほうの質問させていただきたいんですけれど

も、こちらの開館時間など、あと休みなども決まっているんであればお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 遊びの広場のほうですが、平日は10時から17時まで、それ

から土日祝日は９時半から17時までで、原則週１回お休みを入れますので、火曜日を一

応予定しておりました。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは未就学児対象ということなんですけれども、ゼロ歳児か
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ら６歳児までということだと思うんですが、こちらに関しては有料なのか、無料なのか、

使用料のほうはございますでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 利用料は無料でございます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ちなみに、駐車場も以前まだちゃんと確定していない状態でした

けれども、駐車場の利用については無料でしょうか、有料でしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 駐車場につきましては、指定管理者が観光協会になってお

りまして、そちらのほうで今調整中だとは思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 駐車場はまだ決まっていないということなんですけれども、こち

らは市内の子供たちだけのみの利用になるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 原則市内、市外問わず利用できます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 市外の人も利用できるということなんですけれども、市外の利用

者に対しては利用料は負担を求めるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 どなたも無料ということであります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらを市外の人も利用できるというのは、事前登録制度でも何

でもなく、来た人はもう自由に利用できる広場という認識でよろしいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 そのように実施したいと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 一般質問のときに、今回の一般質問の中で、教育部長が答弁され

ている内容の中で、こどもの居場所のほう、そちらの利用の、日中も教育支援センター

の設置もあるということで、部長の答弁の中でそこの階に関しては観光客が出入りしな

いような答弁だったと思うんですけれども、そこの遊びの広場のほうは市外誰でも利用

できるということで、いろんな人が出入りできる状態ということでよろしいんでしょう

か。 
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〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 教育委員会のほうで予定している教育支援センターは、隣

の学びの広場、中高生の居場所のほうの放課後じゃない時間を利用します。なので、遊

びのほうは全く教育支援センターとは別の部屋になるので、誰でも利用できるというこ

とになります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 同じフロアでしたよね。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 同じフロアです。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 私もそこが、たしか花田議員の一般質問の中だったと思うんです

けれども、学校に通えない子供が通うから、プライバシーの保護とか通いやすさという

ところを求めて多分一般質問されていたと思うんですけれども、そこに関しては私も同

意見でして、そこにそういった誰か分からない人が自由に出入りできるような場所だっ

たら大変じゃないですかというのに対して、それは出入りしませんよという答弁だった

と認識していたんですけれども、そこは違いましたか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 お部屋の話だと思ったんですが、教育部長が多分答弁され

たのは、お部屋の、その中高生の居場所のほうの中の話をされたと思うんです。なので、

その部屋の中であれば、教育支援センターが入っている間は誰も出入りしないというこ

とだと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 教育部長、そういった意味で答弁されたんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 一応部屋の中のプライバシーというのは保てるように花田議員の質

問には答弁したんですけれども、学びの広場と遊びの広場、この通路自体をちゃんと明

確に区分けすれば、その学びの広場のほうに不特定多数の人、そういうのが出入りでき

ないような措置を取ることによって、学びの広場にそういった不特定多数の人が入れな

い措置を取るよう、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 私は今そこの階を思い出しているんですけれども、どうやって通

路を分けるかって、私の中ではちょっと無理なんじゃないかと思うんですが、そういう
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ふうにリニューアルオープンしたときに確認させてもらいたいんですけれども、それ本

当に可能ですか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 入っていく通路が作業用のエレベーターのほうの通路と、あと通常

のエレベーターの通路とでちょっと通路が違うんです、２方向ありまして。その通常の

エレベーターの通路側から行けば、学びの広場を通らずに遊びの広場へ行ける通路、こ

れは確保できるかと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 非常に厳しい答弁ありがとうございます。 

  ちょっと戻るんですけれども、市外の人も利用できるということだったんですけれど

も、市内に限定しなかったのは何か理由があるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 立佞武多の館につきましては、この地域を代表する観光施

設として再生と市民交流の場を設けることで、さらなるにぎわいの創出を目指してリニ

ューアル計画が作成されております。 

  市外児童も全て無料としたことにつきましては、４階は市直営の公の施設部分である

ということで、こうした基本計画のコンセプトに沿えるように運用してまいりたいと考

えているところです。そのためには、市内の親子連れはもちろん、観光でいらっしゃっ

た小さなお子様連れの御家族にも利用いただきやすくなることで、新たな機能を生かし

た活性化やにぎわいの創出につながっていければと考えております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 当初多分観光施設であるけれども、市内の人たちが利用できるも

のの提供の場として、そういうものを新設するという話だったと記憶しているんですけ

れども、そうすればそこの部分も観光施設と一体というふうにみなしてよろしいんでし

ょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 館のコンセプトというくくりでいくと、それでよいと思い

ます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは、市の大切な予算を使って、市内の子供たちの広場とし

て、遊びの広場として提供する場だと認識していたので、大きく方向転換されたのには
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ちょっと、まだ理由はちょっと分からないんですけれども、どのような利用状況になっ

ていくのか等々見守っていきたいと思います。 

  続きまして、こどもの居場所事業のほうなんですけれども、そちらのほうは平日、日

中は教育支援センターで、夕方以降が中高生の自由に利用できる場所ということだと思

うんですけれども、そちらの利用時間のほうはどのようになっているんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 学びの広場ですが、平日は夕方、放課後15時から19時まで

です。土日と、それから長期休暇中は10時から19時までということになっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そちらのほうのスペースには、どのような設備が設置されている

んでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 令和８年度の予算の備品のほうに計上しておりますが、学

びの広場のほうは机、椅子、ソファー、それから軽食用に電子レンジ、電気ケトル等々

を準備する予定です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 こちらは、どちらもそれぞれ常時何人配置される計画となってい

るんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 職員ということでよろしかったでしょうか。遊びのほうの

広場のほうは、常時支援員を２人予定しております。学びのほうは見守りということで、

その業者、委託のほうの施設の代表者が１人張りつきますので、学びのほうは見守りだ

けということになります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 代表者というのは、職員の一人としてということですよね。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 そうです。遊びのほうに３人いるということになります。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 関連なんですが、遊びの広場の定員って決まっているんですか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 親子でいらっしゃることを想定しておりますので、20組か

ら30組を予定しております。 
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〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 平日は大丈夫だと思うんですけれども、それこそ祭り期間とか、

混み合いそうな時期も同じ定員で、ただ誰でも入れるので入れっ放しにするということ

ですか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 すみません。祭り期間なんですが、祭り期間はちょっとお

休みを予定しております。もし土日等々混むようなことがあれば危険でもありますので、

ある程度時間制限でちょっと待ってもらうとか、そういうのも想定はされると思います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 そういう混み合うような日は、やっぱり市内の人を大事にしたほ

うがいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 今後７月オープンして営業のほうを動かしてみた中で、委

託事業者のほうといろいろと協議しながら進めてまいりたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 関連で、学びの広場のほうは長期休業のときは営業時間が違うと

いうことなんですけれども、小学校と中学校の休みの期間が必ずしも一致しないと思う

んですが、この辺の細かい詰めはどうなっていますか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 利用される対象の方は、中学生と高校生を予定しておりま

した。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。それに学習支援センターが絡んでくるという前提で

のお話なんですけれども。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 小中学校の教育支援センターは、通常の学校と同じ授業が実施され

る期間に行われるものであって、小中の長期休暇期間は学習支援センターのほうも長期

休暇に入ることになりますので、その長期休暇期間というのは学習支援センターも同様、

使用というのはしないことになります。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 それは、そのつもりで質問していて、小中高の長期休暇の始まり

と終わりが違うんじゃないかという、その辺の細かい詰めはどうなっていますかという
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質問です。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 基本は、小中の長期休暇期間に関して、日中の利用時間を延ばすと

いう形を取らせていただきたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 今のこどもの居場所事業に関連なんですけれども、先ほどＷi―Ｆ

iの話が出ました。先日一般質問の中でも、山口議員のほうからＷi―Ｆi制限あるという

ことだったんですけれども、今回このこどもの居場所事業について、Ｗi―Ｆiの使用制

限というのはかかっているものなんですか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 基本制限はないです。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 59ページのがん対策推進事業についてお聞きします。 

  こちらのがん検診を受診できる検査の種類と、それから受診できる年齢のほうをお知

らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 当市のがん検診でございますけれども、健康増進法に基づいた

５つのがん検診を実施しております。胃がん、大腸がん、肺がん、こちらは40歳以上男

女、それから乳がん検診が40歳以上の女性、子宮頸がん検診が二十歳以上の女性を対象

に実施しております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 そちらの対象となる方たちの受診率、分かりましたらお知らせ願

います。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 令和６年度の数値になりますけれども、地域保健健康増進事業

報告に報告した数値で、胃がん検診が13.2％、大腸がん検診が15.5％、肺がん検診が

12.6％、子宮頸がん検診が21.8％、乳がん検診が24.4％の受診率となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 随分低いような気がします。その中で、再検査される方とか、精

密検査の連絡が行っている方もいると思うんですが、そちらの精密検査を受けている方

の受診率はどうなっておりますか。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 
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〇古川竜大健康推進課長 市のがん検診を受けた方で、要精密検査の判定をされた方の割

合が3.7％、そのうち実際に精密検査を受診された方の割合が71.1％となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 結構生死に関わる問題だと思うんですが、精密検査を受けなくて、

大体30％の方たちがそのままになっていると思うんですが、その受けなかった方たちへ

の再連絡といいますか、再通知といいますか、そこら辺はどういうふうにされています

か。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 精密検査を受診されていない方、一定期間を見て受診されてい

ない方がいた場合は、電話、通知文、または訪問で受診勧奨を促しているところです。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 ありがとうございます。 

  もう一つ、新しくアピアランスケア用品購入費助成金というのがありますが、こちら

の内容をお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 健康推進課長。 

〇古川竜大健康推進課長 令和８年度から実施する事業で、がん治療に伴う頭髪の脱毛、

胸部の手術の跡など外見の変化、アピアランスに起因する苦痛を軽減するため、頭部で

あれば医療用ウィッグ、胸部であれば人工乳房、補整用パッド等になりますけれども、

その購入費用の一部を助成する事業でございまして、外見の変化を気にする方が自分ら

しく生活していくことができるよう支援することを目的としております。 

  助成回数は、対象者１人につき、頭部の補整具は１回まで、胸部の補整具は左右各１

回までとし、購入費用の２分の１、上限３万円を助成することとしております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 今のアピアランスケアもそうですが、がん検診のほうの受診率も

かなり低いようですので、市民の方へお知らせする方法をもう少し工夫して、何とか市

民に伝わるような方法を考えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 社会福祉費の47ページなんですけれども、外国人介護人材定着支

援事業費補助金というのが昨年度からありますが、今現在、当市に外国人介護人材がど

の程度いるのか教えてもらえますか。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 
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〇片山善一朗福祉部長 お答えいたします。 

  当市における外国人介護人材の受入れ状況につきましてですけれども、市内の４法人

７事業所において16人が雇用されております。雇用されている全員が在留資格「特定技

能」を有し、介護現場で従事をしております。外国人介護人材は、介護人材不足が続く

中で、今後さらに重要になるものと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。同じところなんですけれども、この制度は例えば同

じ方が何年もいても、もらい続けることができるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 対象が１事業所ということですんで、そこで従事する外国人の方

が、同一の方が複数年いらっしゃっても対象になり得ると思います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 50ページのところで、加齢性難聴者補聴器購入費助成事業、昨年

度から始まりましたが、今年の当初予算では500万円なんですけれども、どのぐらいの方

が使っているのか教えていただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 加齢に伴い聴力が低下した高齢者の方に対して、条件を満たして

いれば補聴器購入費の一部として５万円を助成する事業でございますが、今年度は当初

80名の方を対象として予算を計上しておりましたが、申請された方が99名となってござ

います。それで、補正予算で対応し、交付をしたところでございます。令和８年度も同

規模の申請を見込んで100名分の500万円と計上したところでございます。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 同じく50ページで、高齢者除雪等支援事業委託料が今年度から拡

充されていますが、この点に関して教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 お答えいたします。 

  高齢者除雪等支援事業は、独居または高齢者のみの非課税世帯を対象に、玄関から道

路までの門口除雪を行う事業であります。１日１回１時間までの利用となり、１回当た

り1,800円を委託事業者に支払うものですが、内訳は利用者が600円、残りの1,200円を市

が負担しております。この料金設定は、今年度いっぱいとしております。 

  近年の人件費や物価高騰により、令和８年度におきましては１回当たりの単価を

2,100円と引き上げまして、利用者負担を700円、残りの1,400円を市が負担することとし、
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延べ2,250時間分の315万円と、それに係る事務費、トータルで317万8,000円を計上した

ところでございます。 

  なお、実績についてでありますけれども、令和６年度は対象者が190名、延べの利用回

数3,053回、令和７年度、今年度は１月末現在でありますが、対象者が239名、延べの利

用回数が1,820回となってございます。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 

〇11番 松本和春委員 54ページ、子育ての児童手当から、そこの全部項目の説明をお願

いします。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 それでは、児童手当支給事業からです。児童手当支給事業

の支給対象者は、高校生相当年齢までの児童を養育している方でありまして、支給額は

１人当たり月額１万円から１万5,000円となっております。 

  次に、児童扶養手当支給事業なんですが、こちらのほう支給対象は、高校生相当年齢

の児童または政令で定める程度の障がいがある場合は、二十歳未満までの児童を養育し

ている独り親家庭に支給されております。支給額は、所得に応じて、１人当たり月額４

万6,690円から１万1,010円、第２子以降は１万1,030円から5,520円となっております。 

  最後、ひとり親家庭等医療費給付事業、こちらのほうは独り親家庭等の父または母及

び児童の医療費の負担を軽減するものでありまして、給付内容としましては受診者が児

童の場合は自己負担がない現物給付でありまして、受診者が父または母の場合は領収書

を提出することにより１医療機関ごとに月1,000円の自己負担をいただいておりまして、

それを超えた金額を償還払いとしております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 

〇11番 松本和春委員 ありがとうございました。 

  それでは、子どものための教育・保育給付事業のところの、この24億円のところの人

数とかちょっとお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 施設型給付費のほうですか。保育園のほうの運営費なんで

すが、こちらのほうは、今現在、令和７年度で1,300人ぐらいの子供たちが入所している

ので、多分令和８年度もそのぐらいの人数になるんではなかろうかと思っております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 
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〇11番 松本和春委員 これ今３歳児から保育料も取っているんだけれども、１歳児から

になった場合で、この予算は前年度と変わらなくて大丈夫なんですか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 ゼロ、１、２歳児の保育料を市、それから県の交付金を入

れて負担するということになりましたので、今取りあえず24億円の中で見られる分を見

ていこうというところです。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 48ページの３款１項１目の就労準備支援事業委託料について、こ

の事業内容についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 お答えいたします。 

  就労準備支援事業は、ひきこもり状態を含む長期にわたり就労していない、また対人

関係に不安があるなど、直ちに就労につなげることが難しい方など、複合的な課題を抱

えている方を対象としており、おおむね１年を基本とした支援プログラムを作成し、就

労を目指す事業となっております。当事業は、市内の社会福祉法人へ委託予定としてお

り、対象者は生活困窮者や生活保護受給者より選定し、10名程度と予定しております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 実際の支援員の数と、それから相談頻度は、どのぐらいの日数で

計算しているのかお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 委託契約につきましては、責任者を１名、支援員を１名の配置で

契約をしてございます。 

  相談件数につきましては、こちらは委託事業が始まってみてからでないと詳しい数字

はつかめないと思いますけれども、今現在市で生活困窮といったことで相談を受けてい

る件数でありますけれども、近年であれば令和５年が71件、令和６年が70件、令和７年、

今年度は１月末で42件と、生活困窮に伴う相談件数でありますけれども、こういった状

況になっております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 単に相談を受けるだけではなく、実際に就労や訓練につながった

実績を評価して、これからまた委託料に反映させる仕組みは考えているのか、ちょっと

お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 
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〇片山善一朗福祉部長 お答えいたします。 

  就労準備支援事業は、令和８年度の新規事業であり、同程度の人口規模における事業

利用者数及び委託料を参考に予算計上をしております。年間10名程度の利用を見込んで

おりますが、支援内容は個別のケースごとに異なるため、就労や訓練につながる数だけ

で事業を評価できるものではないものと考えております。事業内容を適切に評価し、委

託先と協議をしながら、次年度以降の委託料も含めた実施体制について協議してまいり

たいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 それでは、就労につながる見込みというんですか、目標人数とい

うのは、大体市のほうで見込んでいる人数はどのぐらいいるのか、ちょっとお知らせく

ださい。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 現時点では、こちらの準備支援事業、今回のこの事業というのは、

いわゆる長期間就労した経験がないとか、かなり就労に当たっては困難を伴う方が大半

のケースだと思います。ですので、実際どのぐらい就労につながるかというのは、今の

ところ見込み、予測がつかないと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 ある程度就労する人の見込みがなければ、これはただ単に相談し

て終わるというような感じに私は受け止めますので、ぜひその辺も、新規事業かもしれ

ませんけれども、ある程度の目標人数を定めて、この事業の委託のほうをお願いしたい

と思います。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 54ページの保育所等副食費無償化事業、それと55ページの子ども

のための教育・保育給付事業…… 

〇伊藤永慈委員長 平山委員、１項目でお願いします。 

〇16番 平山秀直委員 これ併せてなんですけれども、じゃ別々にか。 

  じゃ、副食費無償化事業、これについて内容説明願います。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 副食費無償化事業ですが、対象となる児童は３歳児から５

歳児までの児童でございます。副食費自体は、おかず代、おやつ代、牛乳、お茶等々が

含まれるものでございます。一応人数としては、今590人を新たに無償化の対象として見

込んでおります。 
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  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 そうすると、55ページの子どものための教育・保育給付事業、こ

の内容説明願います。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 こちらのほうは、保育所等の運営費でございます。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 ゼロ歳から２歳児までの保育料の無償化というのは、どちらにも

入っていないんですか。ちょっと予算の振り分けが分からないんですが、どうなってい

るんですか。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 そのとおりです。施設の運営費の事業費なんですけれども、

施設の運営自体の組立てが、保護者からの保育料、それから国、県、市の負担分で支払

われておりますので、今回はゼロ、１、２の保育料はここに歳出として入っております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 そうすると、今回ゼロ歳から２歳児の保育料の無償化というのが

新規事業として予算化されたと記憶していますけれども、それの見込みの対象人数とい

うのはどのくらいを想定しているのかお尋ねします。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 対象の見込みの人数ですが、延べ人数になりますが、

5,480人ぐらいです。月にして457人相当を予定しております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 ゼロ歳から２歳児で400…… 

     （「4,000」と呼ぶ者あり） 

  4,000……ちょっとその数字が理解できないんですけれども、もう一度お願いします。 

〇伊藤永慈委員長 子育て支援課長。 

〇山内かおり子育て支援課長 一月にすると457人ぐらいを想定しております。内訳的に

は、ゼロ歳児が83人ぐらいです。１歳児は179人ぐらいです。２歳児は195人ぐらいで計

算しております。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

  第３款民生費及び第４款衛生費についての質疑を終了いたします。 
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  次に、第５款労働費、第６款農林水産業費及び第７款商工費に対する質疑を行います。

63ページから78ページまでです。 

  ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 71ページ、６款２項１目の鳥獣被害対策実施隊報酬についてです

けれども、この鳥獣被害対策実施隊の隊員数について、何人ぐらいいるのかお伺いしま

す。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 当市の鳥獣被害対策実施隊の隊員数でありますが、令和７年12月１

日時点において猟友会の五所川原支部から25名、金木支部から12名、市浦地区を管轄す

る中里支部から９名の合計46名となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 出動報酬について、１人当たりの単価がこれまでと比べ、どのぐ

らい増えたのかお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 報酬のほうでありますが、令和７年度は１回当たりの出動で3,126円

を支給しておりましたが、令和８年度からは１回の出動につき5,000円に増額するもので

あります。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 出動報酬には銃の弾代というのも、これ含まれているのでしょう

か。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 弾代が含まれているかといいますと、使用した場合はその弾代もそ

の5,000円の中に含むことになります。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 弾代も含まれているとなれば、ちょっとあまり報酬のほうも上が

ったような気がしないと思うんです。私聞いたところによれば、大体ライフルの弾１発

1,000円とかという話も聞いてあったので、１発で仕留めるといえば、なかなか仕留め切

れない。２発ぐらいライフルの弾撃たないと仕留められないということで、それが弾２

発ってなれば大体3,000円ぐらいなんで、あまり報酬が増えたような感じはしないんです

けれども、仮にこれ出動して有害鳥獣捕獲した場合、これ別途捕獲費というものは支払

われるのでしょうか。お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 
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〇川浪 治経済部長 捕獲した場合は、市の協議会のほうから報酬として支給されており

ます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 捕獲鳥獣の処分方法、これはどのようになっているのかお伺いし

ます。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 捕獲した鳥獣に関しましては、実施隊のほうで埋却または焼却処分

することになっております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 これ埋却、焼却の費用というのは、恐らく市で出すと思うんです

けれども、もし捕獲した人が自家消費とか、そういうことというのはこれできるものな

んでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 その鳥獣の種類によっては自家消費も含まれます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 実施隊の熊の駆除ですけれども、とても危険を伴うものと私これ

認識しております。この事業には、隊員に対する熊よけスプレーとかヘルメット、装備

品の補助というのは、これはあるものでしょうか。お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 熊よけスプレー等に関しましては、市から補助金を支出している鳥

獣被害対策協議会のほうで対応していきます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 県内でも雪が解けて、熊の目撃情報、また熊の足跡等が随分発見

されてきました。当市において緊急銃猟マニュアル、これいつ作成されるのでしょうか。

お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 緊急銃猟の対応マニュアルに関しましては、現在案は完成しており

まして、関係機関と今協議して、近々完成する予定となっております。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 66ページです。経営体育成支援事業費補助金2,700万円計上してい

ますけれども、この内容をちょっと説明いただきたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 
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〇川浪 治経済部長 お答えします。 

  経営体育成支援事業費補助金は、２つの国庫補助事業を合わせて積算しておりまして、

１つは補助率が３割の農地利用効率化等支援交付金、もう一方は補助率が５割の担い手

確保・経営強化支援事業費補助金となっております。 

  その内訳としましては、農地利用効率化等支援交付金では補助採択の選考指標の一つ

にある地域計画を基としておりまして、当市では市浦地域、金木北地域、同南地域、五

所川原北地域、同南地域、同東地域の６地域において地域計画を策定していることから、

この６地域において各1,000万円規模、補助金ベースで各地域300万円の事業が実施され

ることを想定して、補助金総額1,800万円を計上しております。 

  一方の担い手確保・経営強化支援事業費補助金については、要望調査を実施しており

まして、実施希望者や事業費を把握しており、内訳としては実施希望者が３者、総事業

費が1,800万円で、補助金総額が900万円となっております。このため、両事業費補助金

の合計額2,700万円を本予算として計上しております。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 改めて各事業の採択件数というんですか、その件数をもう一度お

願いいたします。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 採択件数といいますか、令和８年度に市が予定、想定している件数

として、３割の補助のほうが６件、５割の補助のほうが３件の採択を見込んでおります。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 これ予想に反して多く申込みがあって、この件数を超えた場合、

要は予算額を超えそうになった場合、その対処としてはどのようになりますでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 本予算に不足が生じた場合の対応ということですが、本予算は全額

が国庫による県補助金を充当して執行される事業となっております。そのため、予算の

不足分については歳入と歳出の補正により対応することとなります。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 ありがとうございます。 

  それに関連して、今までスマート農業云々くんぬんという補助名があったんですけれ

ども、部長、これは通告していませんでしたけれども、分かっている範囲でいいです。

スマート農業と云々くんぬんの事業がなくなって、言葉がなくなったんですけれども、

それに関連するような新たな事業ができて、それに移ったのかどうか、そこだけ確認し
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たいと思っていました。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 スマート農業単独の事業というものはなくなりまして、農業収益力

向上支援事業、この中にスマート農業推進タイプも含まれるものです。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 ちなみに、これ内容的に同じだと思うんですけれども、名前変わ

った理由とか何かありますでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 スマート農業に特化したものではなく、様々施設園芸ですとか低コ

スト生産推進とか、そういった全ての事業に対応するため、１つのパッケージとしたも

のであります。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 65ページの農業振興費に関連して、昨年まで農業経営収入保険加

入推進事業費補助金という事業が1,300万円規模であったんですけれども、今年なくなっ

ていまして、この事業終わったと思うんですけれども、この事業をやった総括をしてい

ただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 お答えします。 

  農業経営収入保険加入推進事業につきましては、令和４年８月に発生した大雨災害を

きっかけに、経営努力だけでは避けられない自然災害や農産物の価格低下といった様々

なリスクによる収入減少に対して、農業者自身が備える取組を推進する目的で創設した

事業となります。本事業の実施については、創設当初から３年間の期間限定として集中

的に取組を推進していくことを農業者へアナウンスしていたことがありまして、事業開

始前の令和４年度に農業経営収入保険に加入していた方が297名であったのに対して、令

和５年度は325人、令和６年度は335人、令和７年度は350人と着実に増えております。 

  また、同保険につきましては、青色申告を必須とした一定要件を満たす農業者のみが

加入できるため、加入者の急激な増加は難しいものの、定着度が比較的高い制度となっ

ていることを考慮すると、本事業による加入促進の効果が相当程度あり、期間満了に伴

う事業廃止による加入者減といった影響も限定的であると考えられるため、本事業の目

的はおおむね達成できたものと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 66ページ、新規就農者経営発展支援事業、これ以前からあった事
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業ですけれども、前年度、前々年度から5,000万円ぐらい上がっているんですけれども、

この増額分について教えていただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 新規就農者経営発展支援事業の１億1,079万円でありますが、増額の

理由としましては機械の購入のほうに対する支援のほうが増額となったものでありま

す。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 75ページです。立佞武多制作事業の中で、物品管理業務委託料

323万8,000円、新しいものだと思うんですが、内容のほうをお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  立佞武多制作事業物品管理業務委託料についてでございますけれども、当該委託料は

忠孝太鼓の台車等の解体及び新たな台車の制作に要する経費として323万8,000円を計上

するものでございます。現在使用している台車につきましては、２階建て構造で２台の

大太鼓を搭載しており、運用面での負担が大きいと、そういう状況にございます。 

  そのため、安全性の確保及び円滑な運用を図ることを目的として、構造の見直しも含

め更新を行うものでございます。今後につきましては、台車の構造を見直し、大太鼓１

台を台車に搭載して運行することとしておりまして、１台は予備として保管する体制を

整えます。このことにより、安全かつ円滑な運行に努めてまいりたい、そのように考え

ております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 そうすれば、１台は展示するという形でよろしかったですか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 １台は運行用、そしてもう一台は展示をしながら保管をして、

これからの運用方法の検討にもよりますけれども、施設を訪れる観光客の体験用にする

など、そのように考えていきたいと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 66ページの赤～いりんご振興対策事業についてお伺いしますけれ

ども、現在赤～いりんごの生産量はどのくらいなのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 市が旧農業センターで栽培している生産量では、その年の気候条件

等で変動はありますが、年平均で約６トンであります。品種ごとの内訳としては、御所
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川原が約３トン、レッドキューが約２トン、栄紅が約１トンとなっております。また、

市内のリンゴ農家が生産している詳細な数量までは把握できておりませんが、主な品種

が御所川原で、約３トンほどと推定されます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 この事業名自体が振興対策事業ということなんですけれども、こ

れから赤～いりんごを振興させていく予算ということでの認識でよろしいんでしょう

か。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 赤～いりんごについてでありますが、数年前から新規就農者や若手

のリンゴ生産者からの希望で赤～いりんごの苗木を提供していますので、今後は少しず

つですが、生産量が増えていく見込みとなっております。また、最近では台湾からの観

光客による赤～いりんごの収穫体験を希望する問合せがあったり、お土産品としての新

商品開発やふるさと納税の返礼品に赤～いりんごが多く使われているため、今後は生産

量の拡大のみならず、観光、商用利用との一体的な取組を軸とした振興対策を進めてい

くことを考えております。 

  あと、名称のほうちょっと紛らわしいんですが、赤～いりんご振興対策事業のほうは、

品種登録のための手数料を計上しているもので、赤～いりんごの生産と普及に関しまし

ては、同じ66ページの地域農業振興対策管理費で対応しているものであります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 私の記憶間違いでなければ、何か赤～いりんごは縮小傾向に進め

ていくような話だったような気がするんですけれども、これからは、じゃ振興させてい

く方向に変更になったという認識でよろしいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 特段縮小するといった計画ではございませんでしたが、確かに縮小

されてきたようなイメージはあると思います。ただ、さっきも申し上げましたが、最近

若手のリンゴ農家が興味を示してきておりまして、また市の特産品として定着させるべ

きだということで、いま一度力を入れていくこととしました。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 72ページの森林経営管理事業、これが年々増額しているんですけ

れども、増額の理由について教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 お答えします。 
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  森林経営管理事業費についてですが、令和７年度予算が858万3,000円に対して、令和

８年度は1,659万4,000円を計上しております。前年度比で約800万円の増加となっており

ます。増加の理由は、令和７年度は森林経営管理制度対象森林の意向調査業務に500万円、

現地調査業務に300万円を見込んで予算計上しておりましたが、令和８年度はそれに加え

て対象森林の集積計画策定業務委託料として300万円を追加で計上したこと、さらに対象

森林の環境整備業務委託料として新たに500万円を計上したことによるものです。 

〇伊藤永慈委員長 11番、松本和春委員。 

〇11番 松本和春委員 すみません。関連だけれども、今国の事業で花粉の少ない杉さ植

え替えせば、国からだか県から補助金来ている内容を知っていますか。その説明をちょ

っと分かる範囲内で。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 すみません。申し訳ありませんが、その事業について私詳細把握し

ておりませんので、調べて後ほど委員のほうにお知らせします。 

     （「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 75ページの立佞武多制作事業、これ一般質問でも和田議員質問さ

れていましたけれども、この制作のことに関してですけれども、併せて五所川原市の立

佞武多を中心とする観光振興、これは今後積極的にやっていくのか、向かうのかという

点をまず確認させてください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 ただいまの御質問で、立佞武多を毎年制作していくかという御

質問でよろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

  そうすれば、大型立佞武多についてはできる限り毎年制作をして、多くの観光客の皆

様に五所川原というものをねぶたを通じて情報発信していければと考えております。 

  その中で、制作事業というものですけれども、毎年８月４日から８月８日までの５日

間開催される立佞武多祭りにおいて運行する大型立佞武多、これ予算計上しているんで

すけれども、今後の立佞武多制作の見通しということでは、これまで市職員の制作者が

学校での出前授業を行ってきたほか、紙貼り体験の受入れなどを通じて制作技術の普及

に取り組んできたところでありますけれども、必ずしもこれが制作者の育成には十分つ

ながっていなかった、そういう状況でございました。 

  また、制作技術が特定の制作者に集中する、高度な技術の属人化も課題であると認識



－ 56 － 

 

しております。現在市職員の制作者は１名のみであり、将来的な制作体制の維持を見据

えた担い手の育成が急務となってございます。こうしたことから、今後は国庫補助金を

活用した新規コンテンツの創出や、次世代の担い手育成に係る事業について現在検討し

ているところでございます。後継者の育成は容易ではありませんけれども、立佞武多の

制作技術が途切れることのないよう、関係者と連携しながら次世代への継承に取り組ん

でまいりたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 先に言ってくれたんであれなんですけれども、通告していたんで。

後継者の育成と、それから今後の立佞武多の制作のことをどうやって維持していくのか

ということ。それと、立佞武多に関しては、毎年制作者が同じだと、観光側の立場から

見た場合に、毎年同じ人が作っているということでの代わり映えのしなさというのかな、

今年のねぶたはどういうふうな立佞武多なのかなということに対する期待感というのか

な、そういうのが制作者が毎年同じだとどういうものなのかというのが非常に危惧され

るわけですので、今答弁ありましたけれども、今後五所川原の立佞武多の制作をしっか

りと体系づけてつくって維持していくためには、ちらっとしゃべっていましたけれども、

しっかりとした制作のビジョンなり体制なり、そういうのを構築していかないと、この

大型立佞武多の制作というのは維持していけないんじゃないかなと思いまして質問しま

した。これもう一度、どういうふうな考え方で今後行くのかお尋ねします。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 委員がおっしゃるとおり、体制、ビジョン、方向性をしっかり

持った上で育成していかなければならないと思っております。そのために、国の補助事

業を活用したり、いろんなアイデアを取り入れながら次世代を担う立佞武多制作者を育

成してまいりたい、そのような事業を展開してまいりたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 74ページの観光事務費の中にある津軽圏域ＤＭＯ負担金について

なんですけれども、こちらの負担金というのは何の負担金なのかと、またその具体的な

負担内容について教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 津軽圏域ＤＭＯ負担金について、そうすればお答えいたします。 

  この負担金は、津軽圏域ＤＭＯ、クランピオニー津軽への参画が五所川原市にとって

効果的になるようにということも含めて支出しているわけですけれども、ＤＭＯ負担金

は、構成する西北、中南、津軽の14市町村でクランピオニー津軽の活動資金というもの
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を負担するものでございます。 

  当市に関連のある事業として、今年度はホテルの一室に立佞武多コンセプトルームを

つくったと。また、津軽鉄道ストーブ列車の高付加価値化商品などの造成に取り組んだ

ほか、首都圏での観光プロモーション事業というのが実施されておりましたので、この

負担金によって一定の効果はあったものと認識しております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 この負担金については、何年も多分計上されているものだと思っ

ていたんですけれども、今述べたものは多分去年、昨年のそのコンセプトルームですと

か、そこはニュース等でも拝見させていただきました。それ以前もいろんなことに、五

所川原市にとって効果があった事業がそのほかに何かあれば教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  私のところで今、今年度の実績的なお話をしましたけれども、以前で言えば首都圏で

のプロモーション事業だとか、コンテンツの造成のために14市町村の担当者が集まって

ワークショップを開いたり、商品造成に向けて動いていったという事業内容になってお

りました。令和７年度になって当市に対する実績的なものが見えてきたんですけれども、

令和８年度についてはまたそういうこと、意見を提言していきながら、マーケティング

事業、受入れ態勢の整備事業だったり、観光コンテンツ等の開発、販売事業というもの

を継続して進めていきたいということで、中南、西北五、津軽の地域の稼ぐ力を引き出

していただけるように、市としてＤＭＯに対して提言してまいりたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 今答弁あったのであれなんですけれども、予算規模も相当なもの

を計上していますし、人も派遣しているということですので、積極的にしっかり市に還

元されるように事業を活用していただければと思います。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 71ページ、６款２項１目のナラ枯れ防除対策委託料、この事業内

容についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 お答えします。 

  本委託料は、県が定める要領に基づき市町村が選定した守るべきナラ林において、市

町村が主体となって実施する防除対策に係る委託料であります。この費用のうち４分の

３に対して県の補助がある見込みとなっており、残りの４分の１は市の単費となります
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が、これには森林環境譲与税を充てる方針です。 

  予算の計上に当たりましては、県補助金の対象となるのが守るべきナラ林となってい

ることから、これに選定する見込みである狼野長根公園内の森林について、北津軽森林

組合協力の下、調査を行いました。その結果を基に、被害拡大防止を目的とした伐倒、

薫蒸処理を102本、薬剤の樹幹注入を87本として県に要望しているところであります。費

用につきましては、県が示した基準について計算をしております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 じゃ、防除するナラ枯れ被害の本数と、本予算は102本と県が示し

た予算ということでよかったと思うんですけれども、今狼野長根公園だけという話しさ

れたんですけれども、当市全体、旧五所川原、旧金木、旧市浦、全部の旧３市町村のナ

ラ枯れの木の本数について、分かる範囲でお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 市内におけるナラ枯れ被害の本数につきましては、国と県の調査に

よりますと、令和７年10月時点で国有林で4,191本、民有林で9,755本の被害となってお

ります。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 狼野長根公園だけの防除ということなんですけれども、私今聞い

ただけでも、物すごい数のナラ枯れ、国有林、民有林あると思うんですけれども、今後

このナラ枯れをどういうふうに考えていますか。撤去を含めてなんですけれども、山の

奥までというと、なかなかこれ大変だと思うんですけれども、例えば市道とか道路に影

響がある、そういうナラ枯れ対策をどういうふうに考えているかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 ナラ枯れ対策に関しましては、特に公益性の高いナラ林に関しては、

県と市で協調して対応していくことになっておりますが、民間の既に被害の広まってい

るナラ林につきましては、専門家の意見等も聞きますと、面的な対応はもう困難であろ

うと、天然更新を待つしかないという見解があります。 

  ただ、道路沿いとか、そういった危険木に関しましては、そちらも本来であれば所有

者が対応するものでありますが、それが困難な場合であれば市が対応することも考えて

まいります。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 私ちょっとあまり詳しくないんですけれども、このナラ枯れの木、

ナラの木が枯れたわけですけれども、これ枯れて大体どのぐらいで倒れるとかという想
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定というのは把握しているものなんでしょうか。お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 その状態によると思いますが、私もちょっと木のことに関しまして

は詳しくございませんので、何年ぐらいというのはちょっと今お答えできません。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 76ページの商工費の中にある立佞武多の館大規模改修事業につい

てですが、今現在リニューアルオープンに向けて工事も進んでいるかと思うんですけれ

ども、工期のほうは順調なのか。あとは、全体の最終的な予算、決算見込みについて教

えてください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  立佞武多の館大規模改修事業ですけれども、工事の進捗状況は順調に進んでおりまし

て、令和８年６月末の工期内に完成する予定となっております。予算に関してですけれ

ども、継続費の予算内で一応施工完了できる見込みとなっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ６月末の完成ということで、前のほうのページでもリニューアル

オープンのイベントもいろいろ計上されているようなんですけれども、完工してからそ

のオープンまでの日にちというのはどのぐらいあるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 工事が終わって、そして指定管理者が入って準備するというと

ころで、併せてイベントも実施するわけですけれども、それまでの期間を大体２週間程

度と予定しております。前回和田議員の一般質問の中で、令和８年７月10日金曜日に一

応イベントのほうは計画を予定しているということで答弁させていただきましたので、

そこから逆算して大体２週間程度の準備期間が必要と考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ありがとうございます。 

  そうすれば、非常に指定管理者の準備の期間も短いと思うんですけれども、ちょっと

ページ戻りまして、先ほどちょっと触れましたけれども、74ページのリニューアルイベ

ントに関してなんですけれども、イベントの内容はどのようになっているんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  イベントの内容についてでございますけれども、今後立佞武多の館リニューアルオー
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プンイベント実行委員会というところで協議をしてまいります。なお、補助金の、これ

は予算のほうに補助金ついているんですけれども、その支払い先というのも立佞武多の

館リニューアルオープンイベント実行委員会というところになってございました。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 実行委員会の構成と事務局はどこなのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  この実行委員会ですけれども、イベント実施実績のある行政以外の団体というところ

で、五所川原市観光協会、五所川原青年会議所、五所川原商工会議所青年部、青森県料

理飲食業生活衛生同業組合五所川原支部、そしてごしょがわらラボと五所川原市で構成

して、事務局は市が担うことになっております。この実行委員会については、令和８年

２月９日に第１回の会議を開いております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 今構成の団体について説明があったんですけれども、ちなみにご

しょがわらラボというのは、ＹＥＧとほとんど青年会議所のメンバーで構成されていま

すけれども、そこも含めた理由というのはイベントを開催しているからという理由でし

ょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  ごしょがわらラボさんは、過去２年、歩行者天国というイベント実績がございます。

自らむつ小川原の補助金を活用したりとかという、予算面でも非常に有効的な実施の仕

方をしておりましたので、今回参画団体のほうに推薦して要望したところでございまし

た。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、こちらのリニューアルオープンイベント開催補助金

の500万円というのは、事務局の商工観光課に支払われて、そこで決算をしていくという

形になるということでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 恐らく質問としては、市から市へ補助金を出しているんじゃな

いかと捉えられたかもしれませんけれども、当該実行委員会は先ほども申し上げました

けれども、イベント実施実績のある行政以外の団体等も参画していると。イベントの成
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功を導くために、それぞれの団体に当事者意識を持っていただいた上で設置したもので

ございます。 

  また、運営面から鑑みても、行政からは独立した別組織でございますので、委員がお

っしゃる内容には当たらないのではないかというふうに考えておりますので、御理解い

ただければと思います。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 関連して、この500万円、今イベント開催するわけですけれども、

このイベントの内容というのは具体的にどういうようなことをやりますでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  イベントの内容は、現在実行委員会の中で協議をしているところでございます。予算

がなければ、詳細を詰めることができません。今回の議会にて予算を可決していただけ

るならば、その後に詳細を実行委員会の中で詰めていく予定ですけれども、大まかな案

としては、まちをにぎやかす、にぎわい創出ができるようなイベントとしてやっていく

ということと、一つ言えるのはその日に新作の大型立佞武多「猿田彦大神」を皆さんに

披露したいなというふうに考えてございます。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 あまりにも根拠が薄くて、これ当初予算に計上するべきでないん

ではないかというふうに思います。もう少し具体的に実行委員会の中で詰めて、何をど

うやってやるのか、その上で補正なり組むべきでないですか。どうですか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 外崎委員おっしゃるとおりかもしれませんけれども、そうなり

ますと時間的余裕とか、イベントに資する準備というところもございますので、今回当

初予算に計上させていただきましたので、その辺についても御理解いただければと思い

ます。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 先ほどの予算の支出に関わる、ちょっと誤解も招くようなことも

ありますので、とにかく不正や不適切な支出を防ぐことと、またチェック体制、危機管

理、これをしっかりやっていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。今のところで、情報発信業務委託料の50万円という
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のは、これは内容はどういうものなんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 情報発信業務ということで、こちらは津軽半島観光アテンダン

トの観光企画及び情報発信業務になります。委託する事業内容ですけれども、津軽鉄道

金木駅構内のディスプレーへの装飾であったり、五所川原立佞武多祭り期間中の引き手

ツアーの企画、商品造成、そういうことをしていただく、また情報発信業務としてＳＮ

Ｓを活用した津軽半島の魅力を定期的に発信するなどをしていただく内容となってござ

います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。同じページに情報発信業務委託料というのが２つあ

りまして、津軽半島観光アテンダントのところの情報発信業務委託料というのは前から

あるんですけれども、その上の50万円、観光事務費の中に入っている情報発信業務委託

料について教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 大変失礼いたしました。情報発信業務50万円予算計上させてい

ただいておりますけれども、こちらは皆さん、いろんな議員からお話が出てくるんです

けれども、インバウンド対策というところがございます。今回特に台湾向けのインバウ

ンド対策としてのＳＮＳの情報発信というところで、予算計上したところでございます。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 委託先は決まってはいないという理解でいいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 予算執行前ですので、委託先はもちろん決まっておりません。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません、別の質問です。73ページ、商工総務事務費の中にあ

る消費生活相談業務委託料というのが令和６年度の974万円から令和７年度に1,482万円

に上がって、今年も少し上がって1,561万円なんですけれども、この増額について教えて

ください。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 お答えします。 

  この消費生活相談というのは、圏域住民からの消費生活に関する苦情や、今新聞紙上

もにぎわせております特殊詐欺、そういった相談に対応するために、西北の５市町で、

つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、鶴田町と、この５市町との連携により、五所川
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原市役所内に五所川原市消費生活センターを設置して、その運営のため各市町から負担

金を徴収して、青森県消費者協会へ委託料として支払っている予算になります。 

  この委託料が増加した理由ということでございますけれども、受託者である青森県消

費者協会から、青森県、青森市民消費生活センター、そして当市の相談業務を青森県の

消費者協会が受託しているという関係性から、それぞれの相談員等の人事交流を行って

いることもあり、人件費を県に合わせてベースアップをするように要望があったため、

関係５市町と協議の上、了承を得まして委託料のほうを増加して予算計上したところで

ございます。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 なかなか処遇改善されない分野ということなので、処遇改善はこ

れからも続けてほしいなと思います。 

  ただ、１点質問なんですけれども、委託料ということは、ほかの五所川原市以外の圏

域の５市町からも集めた上で人件費が決まっているということでいいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 商工観光課長。 

〇吉田純也商工観光課長 花田委員のおっしゃるとおりでございます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 76ページの金木観光物産館管理費です。こちらは産直メロスのこ

とだと思うんですけれども、こちらは当初契約３年とかで多分進んでいて、今何年目に

なるのかと、直近の売上げなど決算状況についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 金木観光物産館、産直メロスに関してお答えします。 

  こちらのほうの指定管理につきましては、第１期目が令和４年、５年、６年、第２期

目として令和７年、８年、９年の３年間ですので、２期目の初年度を今終了する時点と

なります。 

  メロスの売上げなんですが、令和４年度が9,192万8,000円、令和５年度が１億278万

1,000円、令和６年度が１億1,335万9,000円と年々増加して、堅調に推移しております。

令和７年度の売上げにつきましては、大雪の影響もございましたが、昨年度並みの売上

げ見込みとなっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 売上げについてはありがとうございました。 

  決算の結果、どういった収支結果になったのか教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 



－ 64 － 

 

〇川浪 治経済部長 決算状況につきましては、令和４年度が16万2,000円の赤字、令和５

年度が280万4,000円の黒字、令和６年度が339万2,000円の黒字で、１期目３年間の指定

管理期間を通じた合計では603万4,000円の黒字となっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 黒字になっていても、指定管理料はずっとこのままの金額で継続

していくんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 経済部長。 

〇川浪 治経済部長 指定管理料に関しまして、１期目は３年間で2,700万円、２期目は３

年間で2,550万円を上限とした債務負担行為を設定しております。２期目の積算につきま

しては、最低賃金の上昇や電気料金等の物価高騰等を考慮し、これまでと年額を同額に

据置きとしております。ただ、売上げが好調に推移した際には、その内容を精査しまし

て、当該年度の協定締結時に指定管理料の減額も検討していくことになると思います。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 第５款労働費から第７款商工費までについての質疑を終了いたしま

す。 

                                       

  ◎散会宣告 

〇伊藤永慈委員長 本日はこの程度でとどめ、次回の予算特別委員会は11日午前10時より

会議を開き、付託案件の審査を行います。 

  本日の委員会はこれにて散会いたします。 

                           午後 ２時３３分 散会 
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令 和 ８ 年 五 所 川 原 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 会 議 録 

予 算 特 別 委 員 会 

                                       

◎議事日程 

令和８年３月１１日（水）午前１０時開議 

 第 １ 議案第17号 令和８年度五所川原市一般会計予算 

 第 ２ 議案第18号 令和８年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計予算 

 第 ３ 議案第19号 令和８年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計予 

           算 

 第 ４ 議案第20号 令和８年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計予 

           算 

 第 ５ 議案第21号 令和８年度五所川原市後期高齢者医療特別会計予算 

 第 ６ 議案第22号 令和８年度五所川原市介護保険特別会計予算 

 第 ７ 議案第23号 令和８年度五所川原市高等看護学院特別会計予算 

 第 ８ 議案第24号 令和８年度五所川原市神山財産区特別会計予算 

 第 ９ 議案第25号 令和８年度五所川原市戸沢財産区特別会計予算 
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                           午前１０時０２分 開議 

                                       

  ◎開議宣告 

〇伊藤永慈委員長 おはようございます。ただいまの出席委員20名、定足数に達しており

ます。これより９日に引き続き予算特別委員会を開きます。 

  ここで、議事の運営について改めてお願いを申し上げます。委員の質疑及び理事者側

の答弁は簡潔にお願いいたします。 

  なお、質疑の際は予算書のページ数を明らかに願います。 

                                       

  ◎議案第１７号 

〇伊藤永慈委員長 それでは、議案第17号の審査を続けます。 

  第８款土木費及び第９款消防費に対する質疑を行います。78ページから89ページまで

です。 

  15番、木村慶憲委員。 

〇15番 木村慶憲委員 83ページの土木費、４目、一番上、道路橋長寿命化修繕事業の内

容についてお伺いいたします。お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 来年度、五所川原地域においては、市庁舎に隣接し、ＪＲ五能線を

またぐ新生大橋の補修工事、藻川幹線１号橋及び豊成１号橋の架け替え工事、金木地域

の小田川ダムへ向かう市道小田川山線の小田川１号橋、２号橋、６号橋の補修工事を予

定しております。また、新生大橋のＪＲ委託分を含め53橋の定期点検を予定しておりま

す。 

〇伊藤永慈委員長 15番、木村慶憲委員。 

〇15番 木村慶憲委員 今御説明いただいた新生大橋です。これ耐用年数、そろそろ50年

になると思うんですけれども、今後の新生大橋、これもずっとこういうふうな長寿命化

修繕事業で寿命を延ばしていくということなんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 新生大橋は、昭和60年の供用開始から40年以上経過し、損傷等が見

られるため、令和５年度より補修工事に着手し、令和15年度に完了する見込みでござい

ます。橋梁の事業は、一般に50年から60年とされております。架け替えが必要となる前

に補修を行い長寿命化を図ることで、老朽化による架け替え費用の増加を抑え、できる

だけ長く安全に利用していただくために本事業を実施しております。 
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  なお、本橋梁は災害時の緊急輸送道路に指定されており、ＪＲと交差する重要な橋梁

であることから、補修工事に併せ、耐震補強工事も実施する計画となっております。 

〇伊藤永慈委員長 15番、木村慶憲委員。 

〇15番 木村慶憲委員 じゃ、当分橋梁の架け替えはないということですね。どうなんで

しょうか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 そのとおりでございます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 81ページの除排雪事業についてなんですけれども、来年度、令和

８年度の予算に３億2,400万円余りの五所川原地区についての予算が計上されています

が、こちらの過去５年間に遡って、実際に計上した予算とかかった決算の金額について

お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 金木、市浦地域を除く五所川原地域の過去５年間の除排雪事業費の

予算額と決算額について、1,000円単位でお答えいたします。 

  令和２年度の予算額が２億9,549万4,000円、決算額が３億6,283万4,000円、令和３年

度の予算額が３億1,747万2,000円、決算額が８億4,607万1,000円、令和４年度の予算額

が３億2,548万4,000円、決算額が６億2,021万3,000円、令和５年度の予算額が３億159万

2,000円、決算額が２億4,037万9,000円、令和６年度の予算額が３億367万3,000円、決算

額が10億6,639万5,000円。 

  以上となっております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ありがとうございます。こちらは今、令和７年度決算のほうはま

だ決定していないのであれなんですけれども、現状で12億円以上はかかっているという

ことでした。 

  実際に今聞いた感じだと、令和８年度もそうなんですけれども、大体３億円ほどの予

算計上に対して、雪が本当に少ない時期であれば決算が予算より少なく落ち着いている

ときもあるとは思うんですけれども、ほとんどの場合が、特に近年、昨年は10億円、今

年も12億円以上ということで、相当予算が、大幅に決算が落ち着いている状態、落ち着

いているという言い方は変ですけれども、そういった状態だと思うんです。 

  そうなったときに、過去５年間の平均を取っても３億円で終わるときがない。なので、

基金を崩すのが前提の予算組みだというふうに見えるんですけれども、これは、これか
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らもこのような予算組みで計上していくのかお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 担当課としましては、財政当局と協議して、このような現状があり

ますので、今後も協議、検討してまいります。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 除排雪経費についてですけれども、令和８年度の当初予算でいきま

すと、土木課、金木、市浦総合支所、合わせて４億2,700万円を計上しております。委員

の御指摘の除排雪経費の過去５年の平均額、これは五所川原だけではなくて全てという

ことになりますけれども、令和２年度から令和６年度までで７億7,654万円となります。

仮に令和８年度の当初予算の除排雪経費をこの平均額まで増やすには、財政調整基金か

らさらに３億5,000万円程度を取り崩す必要がございまして、令和８年度当初の財政調整

基金の残高、こちらは令和７年度当初とほぼ同水準の２億5,000万円程度となる見込みに

なります。当初予算において、多額の取崩しを行うこととした場合、大規模災害などの

突発的な支出に対応できなくなるおそれもございまして、ある程度確保していく必要が

あるために、これ以上の計上では現段階では難しいものと考えております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 当初予算で財調の残高がないといけないということなんですけれ

ども、最終的には結局財調を崩して経費に充てなければいけない状態というのは、要は

市の基金の残高が少ないからこういうふうになっているとは思うんです。毎年必ずこの

ように崩さないといけないんであれば、それこそ財調はさっき課長がおっしゃったとお

り、大規模な災害があった場合の何かのための基金だと思うんですけれども、除排雪業

務に関しては、ある意味災害とも言えると思うんですが、毎年これからそれこそ降雪量

もこのまま増えた状態が続くんじゃないかという予測も出ている中で、こういった予算

の組み方というのも限界が来ているように感じます。例えばですけれども、財調以外の

そういったのに対応できるような基金を創設するですとか、そういったやり方は不可能

なものなんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 財政課長。 

〇永山大介財政課長 お答えします。 

  ただいまの委員の御提案につきましては、今後他市町村の事例等も調べながら検討し

ていきたいと思いますけれども、まずは財政調整基金の残高を一定程度確保できるよう、

適切な財政運営をしていきたいと考えております。 
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  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ぜひよろしくお願いします。当初予算でいろんな来年度の除雪の

体制とかつくっていかないといけない中で、この予算で限られることもあると思います

ので、ぜひ検討をよろしくお願いいたします。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 土木費の80ページ、道路維持管理事業費7,900万円、この中にいろ

いろと細かくついているわけですけれども、工事請負費も含め。この中に街灯の修繕の

ことについての予算というのは当然入っているかと思いますけれども、どうなっていま

すか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 街灯の修繕につきましては、街灯費のほうに入っております。83ペ

ージの５目です。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 失礼しました。街灯、ありますね。すみません。 

  じゃ、こちらのほうでちょっと質問させていただきますけれども、かねてより、昨年

から、ここの市役所の前の通り、布屋町の通り、街灯の要望が上がってきていると思い

ます。それで、ここの市街地のかつて振興組合があったときの街灯は、振興組合の予算

で維持管理してきたわけですけれども、それが振興組合が廃止されて40年以上もたって

しまって、維持管理することが大変であると、修繕、建て替えすることも無理であると

いうことで、昨年は町内会費でもって街灯を撤去したんですよね。市の予算ではなくて、

当然。ですから、今上がっている要望は防犯灯の街灯の要望が上がっているかと思いま

すけれども、この点どのように検討されていますか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 市庁舎から南側の区域につきましては、電柱等現地にございますの

で、そちらのほうに防犯灯を取り付ける計画としております。電柱とかがない箇所につ

きましては、今後どうするか検討してまいります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 支柱がないところというのは、そこの信号機のところからロータ

リーのところまでが信号機ないわけですよね、撤去されて。じゃ、しばらくの間そこに

は街灯はないというふうな形になるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 
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〇工藤 陵土木課長 支柱を立てないと街灯は設置できませんので、すぐには街灯を設置

することは現在のところはできません。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 市民の方、はっと気がつくと思いますけれども、立佞武多の祭り

の最中、真っ暗なんですよね、この信号機のところからロータリーまで。これはちょっ

と異常でして、一刻も早く防犯灯という形で検討していただきたいものだと、市のほう

の予算で一刻も早く検討していただきたいと。そのためには、市街地の街灯の色のこと

については、前から意見述べさせていただきました電球色の色で、ほんわりとした色に

なれば、また趣も違うのでと、これも併せて検討していただきたいと思いますんで、よ

ろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 82ページの８款２項３目の広田・尻無線整備事業ですけれども、

これは物件移転の詳細な場所と、移転後にどのように変更となるのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 本事業は、国土交通省の交付金事業を活用し、県道松野木・姥萢線

との交差点北側に右折レーンと、両側に歩道を設置する交差点改良を行うものでござい

ます。補償金額は４件、４名分となります。内容につきましては、建物、工作物、立竹

木、動産等の補償でございます。金額の基準及び算定方法につきましては、東北地区用

地対策連絡会が制定している公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき積算しており

ます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 すみません。何々線、何々線と言われていても、ちょっとその詳

細な場所、例えば広田なんだかどこだかちょっと分かんねえんですけれども、その場所

はどこかということをちょっと聞いているんで、すみませんけれども、もう一回答弁願

います。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 県道松野木・姥萢線というのは、栄小学校の前の通りをずっと山手

側に向かいまして、そこと広田・尻無線というところの交差するところなんですけれど

も、タイヤセンター泉谷さんがあるところの交差点でございます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 金額の基準の算定方法は分かったんですけれども、これ例えば交

渉によって金額は上がったり下がったりとかって、これ変わったりするんでしょうか。
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お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 交渉によって金額が変わることはございません。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 89ページなんですけれども、空き家対策事業の中の空き家対策事

業費補助金がずっと150万円なんですけれども、この予算規模が適当かどうか…… 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 御説明いたします。 

  空き家対策事業費補助金の予算規模なんですが、本事業は特定空家等を解体する所有

者に対して50万円を上限に補助するもので、平成26年度から実施しております。いずれ

の年度におきましても、おおむね２件程度の補助金の交付でございまして、予算規模は

適正であるというふうに認識しております。ただ、令和４年度は例年に比べて申請件数

が多くて、５件申請があったときがありますが、そのときは補正予算で対応しておりま

す。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。通告していないんですけれども、その上の２つの予

算が具体的に何のための予算か教えていただけないでしょうか。老朽危険家屋対策業務

委託料と工事請負費についてです。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 御説明いたします。 

  老朽危険家屋対策業務委託料、まずこれの委託料ですが、特定空家が例えば雪なんか

で倒壊しそうだだとかという場合に、災害対策基本法に基づいて、市長が行う救助とい

う意味で、それ以上崩れないように応急措置をするものがこの委託料になってきます。 

  工事請負費477万8,000円ですが、今年度略式代執行、管理人が相続放棄などをして、

いない家屋の事業費として計上しておりまして、その略式代執行の解体費になっており

ます。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 最初のほうのものは、もし行った場合は持ち主に事後的に請求さ

れるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 災害対策基本法に基づく市長が行う救助ということですので、

実施責任が市にございますので、基本的に請求するということはないんですが、地域の
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皆様の安全のために救助するという意味合いですので、御理解のほうよろしくお願いい

たします。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 81ページの除排雪事業についてお伺いします。 

  全ての除排雪機械にＧＰＳが取付けされているという話をお聞きしましたけれども、

その除雪機械の台数と委託業者の契約数をお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 除雪委託業者数はＪＶを含め38業者となっております。委託業者の

除雪機械登録台数は、契約時点で181台となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 今年のような雪がこれからも予想されると思うんですが、今後オ

ペレーターの不足だとか、そこら辺のところは市としてどのように考えておりますか。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 人口減少や高齢化により、除雪オペレーターの確保と若手の担い手

が不足する一方で、除排雪を行う範囲は減少しないため、除排雪単価の上昇もあり、除

排雪経費が上昇傾向にあること、雪の降り方によってその年の事業量が左右されるため、

委託業者が積極的に除雪機械の増強を行えないことなどが課題であると認識しておりま

す。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 ちなみに、今年の除排雪によって苦情あった件数、分かりました

らお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 今年度、２月末時点での苦情、要望件数は、五所川原地域が約

2,300件、金木地域が約300件、市浦地域が10件、合計約2,610件でございます。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 住宅地とかのほうが多分苦情多いと思うんです。例えば雪寄せ場

とかの確保など、今後ちゃんと確保できるのか、そこら辺のところを市のほうはどう考

えているかお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 土木課長。 

〇工藤 陵土木課長 住宅地は、空き地が少ないことや狭隘な路線が多いことなどから、

除雪した雪のやり場に苦慮しております。雪置き場の確保と、今冬のように連続して降

雪があった場合の排雪が、住宅地での除排雪の課題であると考えております。 
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〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 ページ数は85ページ、土木費、４項の都市計画費の中、交通政策

費の五所川原市地域公共交通活性化協議会負担金とありますけれども、この中身につい

てお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 建設部長。 

〇古川清彦建設部長 地域公共交通活性化事業でございます。この中には負担金として、

まず１つが協議会の負担金１つと、あと路線バスなんですけれども、小泊線、市浦庁舎

線の利用の補助の負担金もございます。次に、予約乗合タクシーの運行補助金もござい

ます。４つ目として、金木地域の公共ライドシェア運行事業でございます。５つ目とし

て、市浦地域内の交通運行事業の補助もしてございます。最後に、ＡＩデマンド交通運

行事業の負担もしてございました。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 ＡＩデマンド、たしか、ごしょくるだったと思うんですけれども、

この利用状況は増えているものか、減っているものか、ニーズが増えているのか、その

辺ちょっと分かっている範囲でお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 建設部長。 

〇古川清彦建設部長 ごしょくるでございますけれども、おかげさまで利用人数は増えて

きてございました。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 これに関して苦情とか、そういうのが来ているかどうか、分かっ

ている範囲でお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 建設部長。 

〇古川清彦建設部長 要望、苦情ですけれども、まずは一般質問でも述べましたけれども、

ある一定時間の予約が取りづらいという要望は来てございました。 

〇伊藤永慈委員長 14番、外崎英継委員。 

〇14番 外崎英継委員 ありがとうございます。 

  私のところにも非常に寄せられていまして、電話がつながりにくい、また電話しても

なかなか予約が取れない、病院さ行けないというふうな、そういう話も聞かれています。

ただいまの苦情を基にして、市ではこれからどのような考えを持って対処していくのか

お知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 建設部長。 

〇古川清彦建設部長 予約のほうなんですけれども、より多く予約ができるように、まず
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は「ごしょＬＩＮＥ」、アプリの活用も促しながら、運用面において今後も改善策を講じ

た上で、状況を見ながら、また増台も視野に入れながら検討してまいりたいと思います。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 89ページの中段の最後にあります自主防災組織活動促進事業の中

の防災士資格所得補助金20万円についてなんですけれども、こちら前回一般質問の中で

も伝えましたが、防災士の資格助成金ということで、資格取得に対しての補助金という

ことで予算計上ありがとうございます。こちらの20万円なんですけれども、こちらの中

身というか、何人分に対してとか、要件とか何かあればお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 御説明いたします。 

  自主防災組織活動促進事業は、自主防災組織、町内会、消防団において地域防災の担

い手となる人材の育成を図るため、自主防災組織等から推薦を受けた組織の担い手にな

る方に対し、防災士の資格取得に係る経費として４万円を助成するもので、今年度は５

人分として20万円を計上しております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 ただ助成しても、活動してもらえないと全く意味がないものだと

思うので、ぜひ助成する際は今後どういったふうに活動するのかも含めて、しっかり助

成するときに審査していただければと思います。 

  それと、例えばなんですけれども、団体からの推薦ということだったんですけれども、

１団体で何名でも推薦すれば、それに対して、例えば一気に５人受けたいという場合は

５人分一気に予算がなくなるわけですけれども、そういったところはどういうふうにお

考えでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 御説明いたします。 

  現在のところ自主防災組織が結成されていない町内会や、自主防災組織が形成されて

いても、結成したばかりでまだちょっと活動の仕方が分からないだとか、結成したった

んだけれども、担い手の方がいなくなっちゃって活動の仕方が分からなくなってしまっ

たというところを優先的に考えていまして、そういうところにまずお知らせして募りた

いというふうに考えております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、今実際に活動していて、さらに活発化させたいとい

うところよりは、そういったまだ活動がちゃんとされていないところに対しての助成金
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という、補助金という考えでよろしいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 そうですね。せっかくできているところが活発化するという部

分もございますし、あとはそれによって担い手がいれば自主防災組織つくるのにという

ところは、それでまた組織率とか上がってくればいいと思いますし、１団体ごとの優先

順位といえば、やっぱりカバー率だとか、どこに担い手ができて、どこに自主防災組織

ができればより活動が活発になるのか、全体のカバー率なんかもいろいろ検討しながら

考えていきたいと思っています。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。関連ですけれども、そうすると防災士の資格取れま

すよというようなことに関して、広報紙なんかに載せたりはせずに、防災管理課から直

接連絡して募るというイメージなんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 ふだんから自主防災組織の方々に対しては、いろんな研修だっ

たりとかというのは個別に連絡先を聞いて通知しているところがありましたので、まず

第一はそこら辺のところで周知させていただいて、あと募集人員がなかなかない場合に

は、そういう広報だとか一般的な方法で周知してまいりたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 89ページの９款１項４目の、さっきの花田委員の質問に関連する

空き家対策事業ですけれども、当市の空き家、特定空家、管理不全空家の数の推移につ

いてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 御説明いたします。 

  市民の皆様からの相談により当市で把握している空き家について、令和５年からの推

移でお答えいたします。空き家の総数、相談を受けた総数は656件で、令和５年から現在

まで117件増加しています。特定空家、危険な空き家なんですが、この件数は18件で、令

和５年度から現在までで４件減少しております。 

  あと、管理不全空家、危険な空き家になる手前のものになるんですが、令和５年度の

法改正によりできた区分ですので、令和６年度からの数字になりますが、現在13件とな

っております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 特定空家、また管理不全空家、ちょっと増えたり多くなったりっ
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てあるんですけれども、認定された後に、これ家族とか親族が対応している戸数という

のはどのぐらいあるものなんでしょうか。お知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 家族や親族により解体された件数ですが、令和５年度から５件

確認しております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 今回の予算の行政代執行は、何件ほど解体する件数を計画してい

るのかお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 １件でございます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 すみません。これ通告していないんですけれども、これ空き家、

もし解体して更地にした場合、全国的に解体した場合、固定資産税が何か上がるという

ちょっと話とかも聞いたりしているんですけれども、これ解体して更地にした場合、固

定資産税って、分かる範囲でいいんですけれども、平米当たりでもいいんで、どのぐら

い増加するか。通告していなかったんで、分かったら後からでもいいんですけれども、

もし分かれば答弁のほうお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 財政部長。 

〇佐々木崇人財政部長 詳細分かりませんので、後ほどお伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 今和田委員の質問に関連で質問させていただきます。 

  今後のこの空き家の状況ですけれども、合併の地域によって旧五所川原と金木地区と

市浦地区において、現状でいいので、空き家状況はどのようになっていますか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 空き家の数ということでよろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

  すみません。今ちょっと詳しい数字を持っていませんので、後ほどお示しいたします。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 状況としては、五所川原も確かに多いんですけれども、金木地区、

市浦地区も相当な数が、空き家が増えていっているという状況なんですけれども、この

空き家に対して、例えば移住者に対して空き家をいっとき活用してもらって、それで移

住を促すというような活用の仕方というのは五所川原で今やっていないわけですけれど
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も、かつてちょっと視察したときにそういう自治体があったもんで、そういうふうな活

用のされ方というのは検討されていますか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 空き家の活用策、危険になる前に対応するということですが、

全国的にいろんな例、委員のおっしゃった移住策なんかでもいろいろあるというふうに

は承知しています。今後庁内の関係課や空家等対策協議会と連携しながら、利活用につ

いて検討してまいります。 

  空き家の利活用というのは全国的に見ても、空き家問題というのは比較的新しいのか、

いろんな活用策が出てくるんですが、実際その事例というのは地域に合うのか、地域の

不動産業者だったりとか、地域の実情、体制づくりとか、いろんな部分によって左右さ

れるんだなと思って苦慮しております。地域でそういう体制をつくりながら、議員の皆

様の意見も様々伺いながら対策を進めるように考えてまいります。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 五所川原の移住者に対して、市がプロジェクトチームをつくって、

それで１年間居住していただいて五所川原市を体験していただく。それでよければ住ん

でもらうというような自治体が、自治体自体ではないんですけれども、自治体が公益法

人みたいなのを設立して、そこが中心になって推進していると、それによって人口増加

のために寄与していくというような対策というのをやっていたんです。これは民間の不

動産会社だけで、それをやっていくというのはかなり限界があるんです。それぞれ民間

の業者さんたちは、みんなそれぞれの思惑があって仕事していますので。そうじゃなく

て、やっぱり移住者を増やしていくというために、そういうふうなプロジェクトという

のを考えるという意味での施策、これはぜひとも検討してもらいたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 同じところの質問で何度もすみませんが、行政代執行の予算とい

うことで、具体的な時期はもう計画上はあるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 具体的な時期というのはまだ決まってはおりませんが、雪が降

る前に実施したいというふうに考えております。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 これは解体してくれる業者というのは、どういうふうに決まって

いくのか教えていただけますか。 
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〇伊藤永慈委員長 防災管理課長。 

〇中川智淑防災管理課長 市が公共工事として代執行するということですので、一般的な

契約のプロセスで決定してまいります。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 第８款土木費及び第９款消防費についての質疑を終了いたします。 

  次に、第10款教育費に対する質疑を行います。89ページから104ページまでです。 

  ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 94ページの小学校施設整備事業、それと中学校施設整備事業、同

じ質問なので、一緒にしてもよろしいですか。 

  これは両方とも学校のほうのＬＥＤ化工事の事業だと思うんですが、まず今話になっ

ている中央小学校、それから計画している五所川原第一中学校、こちらの学校に決めた

理由をお知らせ願います。 

〇伊藤永慈委員長 教育総務課長。 

〇須藤淳也教育総務課長 まず、学校施設でございますが、現在照明のＬＥＤ化につきま

して、市内小学校16施設のうち、今年度大規模改修を行いました市浦小学校校舎、また

以前改修してございます金木小学校の２校で全面のＬＥＤ化改修を終了してございま

す。また、五所川原小学校、栄小学校の２校では屋内運動場、いわゆる体育館のみＬＥ

Ｄ改修を終了させていただいております。一般照明用の高圧水銀ランプ、こちらは令和

２年度末で製造、輸入禁止となってございます。蛍光灯ランプにつきましても、令和10年

から同じく製造及び輸入禁止となること、さらに蛍光ランプは現在価格高騰してござい

ます。電気料金のほうも値上げしてございましたので、教育委員会としては残りの学校

施設につきましても順次ＬＥＤ化改修していくこととしておりますが、改修に当たって

は、今回全国の先行事例で委託業務で行っても起債のほうが充当可能であるということ

で判断できましたので、一方こういった委託業務で行うといったことが今回初めての取

組でもございましたので、まずは小学校１校、中学校１校で検証の意味も含めて実施し

たいと考えてございます。その際、児童生徒数が最も多い中央小学校、五所川原第一中

学校をそれぞれ選択したところでございます。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 今話がありましたように、蛍光灯のほうが手に入らなくなってき

ますので、まずは古いところからやっていくのが通常なのかなという感じしましたので、

その辺を考慮しながら、今後は、あと実際これから何年間ぐらいで全部完了する予定で
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しょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育総務課長。 

〇須藤淳也教育総務課長 まず、委員御指摘の古い施設、照明設備が古い、学校施設も古

いというお話であれば、そちらのほうを先にという御提言もございました。この点につ

いても検討してございましたが、先ほど申したとおり起債充当事業でございます。こち

らのほう、私どもは過疎債を想定しておりまして、償還期間が12年間と、当面大規模改

修が見込まれない、またはつけても12年間もたせられる施設ということで、こちら施設

が比較的新しい五一中、中央小学校を選んだという経緯もございます。 

  また、残り何年間でやっていくかというお話でございますが、先ほども答弁させてい

ただきました令和10年度が製造中止という形で、ストックのほうもその後数年間という

ことでございます。一方、今回市浦小学校でも大規模改修しました蛍光灯、回収したも

ので使えるものを私ども保存して、実際他施設のほうにも利用していると。そういった

ところも踏まえまして、なるべく早い段階で順次というところも、また今後の学校整備

のほうも見据えながらという形でやってまいりたいと思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 91ページのいじめ問題対策事業の中の調査業務委託料173万円と

あるんですけれども、こちらの調査内容と委託先についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 調査業務の内容と委託先についてお答えいたします。 

  いじめ問題対策事業の調査は、上越教育大学いじめ・生徒指導研究センターと連携し、

市内全ての児童生徒を対象に、先生方の観察や面談では捉え切れない子供たちの現状を

知るために、アンケート調査を年２回実施し、結果の分析から子供の内面を的確に把握

し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に生かしていくものであります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 年に２回開催するということなんですけれども、その都度調査結

果については教育委員会と学校のほうに結果についてお知らせがあるのか、どういった

やり取りになるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 一応年２回の実施月ですけれども、５月と10月、それぞれ実施する

ことといたしまして、アンケート結果の分析結果ですけれども、およそ１か月半で来る

ことになります。それで、大体その分析結果を基に、まず２学期に分析結果の内容を反

映して、それぞれの個別の児童生徒に対しての対応、それを実施した後、また10月に同
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様のアンケートの分析を実施し、大体その年度でどのように児童生徒の生活の環境とか、

あと子供たちの現状、そういうのがアンケート結果を通じた対応で、よくなってきてい

るかというのを年度の終わりに把握するという形で来年度実施する予定としておりま

す。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 この事業は、令和８年度初の事業でしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 おっしゃるとおりでございます。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 初の試みということで、いろいろ対策が必要な部分だと思うので、

進めることは大賛成なんですけれども、ただいじめのアンケート調査の結果が出るまで

１か月半、それから改善するまでにも多分また教育委員会内とか学校で把握するまでの

時間とか、いろいろ考えますと結構な時間がかかるように感じるんですけれども、その

対応というか、子供のいじめに対する、実際にそのアンケート結果をもって、いじめが

あったって判断するまでに１か月半もかかるということになりますよね。もう一度そこ

をお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 先生方の観察や面談で捉えられるいじめに対しては随時対応するん

ですけれども、本当に児童生徒の心の内面、それをしっかり見極めるというためのアン

ケート調査でありますので、やはり分析結果というのはどうしても１か月半ぐらいかか

ってしまうというのが現状ですので、常時起こり得るいじめに対しての対応というのは、

しっかり学校のほうで行っていきます。それプラス隠れているいじめの要因というのを

把握するためのアンケート調査であるということを認識していただければと思います。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 私たち会派で、去年ちょっといじめの対策に力を入れているとこ

ろに視察のほうに行かせていただいたんですけれども、そこでは教育委員会のほかに行

政でもいじめにしっかり対応しているという事例がございました。やっぱり先生、例え

ば担任の先生を通していじめが発覚するですとか、そうなると先生によってこれがいじ

めなのか、いじめじゃないのかという捉え方がみんなそれぞれだということで、そのや

り方だとまずいというふうな捉え方で、教育委員会と行政が別々でいろいろ実施してい

るところもございます。 

  やはり心の、いじめられたほうも、いじめるほうも何かしらの原因があるということ
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なので、デリケートな問題ですし、そのアンケート云々というのじゃなく、どうやって

スピーディーにそれを発覚前に検知できるかというか、そういった体制を、アンケート

を外部に任せるというのも必要かもしれないんですけれども、しっかり教育委員会の中

でもどうやったらそれが未然に防げるかということをスピーディーに対応できるよう

に、できればしていただきたいなと思いますので、このアンケート調査の事業も踏まえ

ていろいろ令和８年度中にも、また次年度に向けていろいろ対策を練っていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。通告していないんですけれども、同じページのとこ

ろで、下のほうにある日本語指導支援員等派遣事業、これについて内容が分かれば教え

てください。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 日本語指導支援員等派遣事業ですけれども、これは弘前大学の多文

化リソース研究所、そこから講師のほうを派遣していただいて、外国から来ている児童

生徒、特に今児童なんですけれども、それに対しての日本語支援、あとは保護者に対し

て母国語での子供たちへのどういう状況かというのを教えるための母語支援、それを行

っております。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 徐々に予算が増えているようなんですけれども、当市でも外国語

が母語の児童が増えているということでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 児童に関しては、その人数というのがまだあまり増えていない状況

なんですけれども、結局派遣する講師の旅費、人件費等がちょっと上がっていて、予算

が今増加しているような状況となっております。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 92ページの統合型校務支援システム導入事業、この内容を説明願

います。 

〇伊藤永慈委員長 教育総務課長。 

〇須藤淳也教育総務課長 統合型校務支援システムでございますが、こちら全国の学校施

設において教員の校務事務の効率化を図ることを目的に導入されているものでございま

す。本県におきましても、青森県教育委員会、また県内の各自治体の教育委員会で構成

いたします青森県ＧＩＧＡスクール推進協議会、こちらにおきまして令和６年度に統合
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型校務支援システムの共通の仕様書を策定、県内におきます将来的なシステム統合を目

指し、各市町村において導入が現在進められているところでございます。 

  当市では、これまで学校ごとに学籍等管理、成績管理などを行うシステム、こちらは

導入してございましたが、校務を一体的に処理するシステムは未導入でございました。

統合型校務支援システムを導入することで、校務の効率化、作業性向上が図られるほか、

いろいろなアプリやエクセル等で作成した独自の帳票、こういったものも学校間で統一

されておりませんので、こういった帳票が統一されることで、教員の特に異動時、また

他市町村から異動される方、こちらの負担がかなり軽減されるものと思ってございます。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 私この事業を見て、今かと思ったんです。これ教員の働き方改革

が言われたときから、このようなシステムソフトが推進されていまして、そのときには

五所川原の場合には採用されていなくて、今回これが新しく採用されるようになったと

いうような経緯なんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育総務課長。 

〇須藤淳也教育総務課長 まず１点、統合型校務支援システムというところでございます

が、この統合型の意味でございますが、こちらは校務以外に児童生徒のほうのいわゆる

授業用のソフト、そういったものも共通して統合型と申してございます。 

  一方、先ほど委員御指摘の校務、教員の多忙化に伴ってということですが、ばらばら

でそれぞれ各学校ごとに導入されていたということがございました。これが問題視され

まして、先ほど申しました県内で統一的なシステムをつくれば各学校間、先ほど教員の

異動だけを言いましたが、生徒の転校等あっても、同じ仕様の帳票等であれば、やり取

りもスムーズにそのまま受入れもできますといったことで、県内で統一していきましょ

うというお話が出たものです。こういった県内統一については、全国で各県ごとに統一

しようという動きも出ておりまして、ここ最近の動きと。私どものほうも、昨年度県統

一システムの仕様書を作りましたので、１年あれですが、令和８年度に導入を目指した

いというところでございます。 

〇伊藤永慈委員長 16番、平山秀直委員。 

〇16番 平山秀直委員 分かりました。五所川原市に来られる小中学校の教員の皆様方、

その時代、時代によって教員のいろんな能力、資質というのが変遷されてきて、また考

え方も変わってきているかと思いますけれども、これからの教員が働く上での働き方改

革によって、今とは違うこれからの教員に対して、こういうふうなシステムをより効率

的に図ってやったほうがいいという意味で、こういうふうなことが考えられていると思
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いますけれども、私教育長に一言お尋ねしたいんですけれども、教育長が若い時代に教

職員であった時代と今の教員というのは、働くことに対して、教員としての何か時代が

違うんだなというようなことを、考えがあれば一言お尋ねしたいなと思っています。 

〇伊藤永慈委員長 教育長。 

〇原 真紀教育長 自分の勤務したのも四十数年前なんですけれども、その頃はとにかく

がむしゃらに働いていて、土曜日、日曜日もほぼないような状態であったし、それが自

分でもそうでしたけれども、周りの方たちもほとんどがそうでした。それに違和感を持

たずにかなりの年月を過ごしてきたんですけれども、それはもちろん今の教員の方たち

に求めることはできないですし、ただ私たち忙しいながらも働きがいはあったと考えて

おります。ですから、今もいかに効率よく、できれば勤務時間の範囲内で、あるいはそ

れを大幅に超えない範囲の中で、いかに教員が働きやすくて、なおかつ働きがいがあっ

てというのをつくっていくのが私の仕事ではないかなというふうに思っております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 97ページの特別展開催事業、こちらの事業内容についてお知らせ

ください。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 それでは、特別展開催事業の事業内容についてお答えいたします。 

  令和８年６月に立佞武多の館の改修工事が完了し、７月から再開とリニューアルオー

プンを記念して特別企画展を開催するものであります。その特別企画展については、平

成18年度、開館当初に近いですけれども、平成18年度から令和６年度の改修工事が行わ

れる前までの間、自身の美術品など約3,000点を無償で貸与し、また休むことなく特別企

画展の開催に御尽力してくださいました当市名誉市民の山田春雄氏に特別にお願いし、

令和８年度の特別企画展を開催することを検討しております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、その企画展に616万円全てかかるということでしょう

か。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 予算編成当初なんですけれども、一応ＲＡＢ企画のほうに特別企画

展をやるというふうにちょっとやった場合に、一体どのぐらい予算というのがかかるも

のかというのを試算して見積もっていただいた結果、616万円を計上しております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、当初は違う特別展を開催する予定だったけれども、



－ 86 － 

 

その山田さんのほうに変更になったということで、そうすればこの予算規模ではないこ

とになるということでしょうか。どのぐらいの予算でやる予定なんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 現在山田春雄氏と協議中でございまして、具体的な予算というのの

中身というのはまだよく分かりませんので、当初計上していた予算で今予算計上してお

ります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、開館当初からずっと開催してきていると思うんです

けれども、今までの単年度でどのぐらい企画展に予算がかかっていたんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 通常時の特別企画展の予算額は、およそ200万円から250万円、それ

ぐらいの予算を計上しております。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 そうすれば、今までのものとは全く違うような特別な企画を今企

画しているということでよろしいんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 一応リニューアルオープンに見合った特別企画展、それを考えてお

ります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 おとといの予算委員会でも、商工のほうの担当になりますけれど

も、リニューアルオープンイベントということで500万円の予算が計上されています。そ

れと別に、また幾らかかるかまだ分からないということですけれども、この予算でいく

と600万円ほどかかるということで、そうすれば1,000万円以上リニューアルオープンイ

ベントにかかるという受け止めでよろしいでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 あくまで特別展に関してですけれども、600万円以上、616万円の予

算計上しておりますので、残りの館のほうのリニューアルオープンのイベント、それに

関しての予算額、トータル1,100万円ほどのリニューアルオープンに係る経費を見込んで

おります。 

〇伊藤永慈委員長 13番、高橋美奈委員。 

〇13番 高橋美奈委員 おとといの質問で聞き切れませんでしたけれども、やはり予算計

上する際に、今は企画会社にこのぐらいかかるということで予算計上されているという
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ことでしたけれども、前回はこれから予算ありきで内容を考えるという話でした。 

  また、教育委員会のほうもまた内容が変わるということで、どういった内容になるか

非常に楽しみに期待しておりますので、しっかりした企画をよろしくお願いいたします。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 103ページです。一番下の体育施設照明ＬＥＤ化事業についてで

す。公募型のプロポーザルで発注した、まず理由をお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 公募型プロポーザル方式とした理由についてお答えいたします。 

  まず、対象施設が多岐にわたること、また長期的に使用する施設でもありますので、

省電力化など、トータルコストでの検討をする意味も含めて、電気使用量削減効果など、

評価基準とする公募型プロポーザルとして実施しております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 こちらの参加業者数は何者だったんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 １者となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 参加の資格要件の中に、市の競争入札参加資格者名簿に登録され

ているというのはちょっと大きな範囲なんですが、これは県内、県外問わずになってい

るんでしょうか。そこら辺をもう一度お願いします。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 まず、市の競争入札参加資格者名簿に登録されているというのが１

つの条件、あともう１つですけれども、県内に本店または支店、事業所を有すること、

それが条件となっております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 金額が税別で4,270万円です。十分市内の業者さんでもできる金額

だと思うんですが、この決まった業者さんの登録を見ますと、工事業者でもない、設計

業者でもない、物品の登録にあると思うんです。中にもその取扱品目というのが家電製

品、それから電気器具用消耗品。その消耗品は何かといいますと、乾電池、蛍光灯とい

うふうな形になっています。その家電製品と電気器具用消耗品しか取扱いのない業者さ

んが設計、それからＬＥＤの照明器具の交換までというのはちょっとどうなのかなと思

うんですが、審査の段階で問題はなかったんでしょうか。お伺いします。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 
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〇藤原弘明教育部長 本業務を行う能力を有する団体、企業、グループまたは複数の企業

の共同体、これで参加の申込みをしておりますので、その中の１者の中に施工業者、有

する業者も含まれておりましたので、参加資格を満たしていると認定しております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 先ほど説明ありましたとおり、施設が何か所にも分かれていると

いうことであれば、例えばその施設を分けて、なるべく市内の業者さんに発注するよう

な考えはなかったんでしょうか。お願いします。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 これは仕様書のほうには書かれていなかったんですけれども、これ

ははっきり言って私どもの不備だとは思うんですけれども、あくまで多種に分かれてい

て、なおかつ来年度国スポがあります。なおかつそれぞれ開館しながら施工を行うとい

う３つの条件というのが結構ありまして、迅速に施工のほうを行うためにはやっぱり施

工の期間というのの短縮というのをちゃんと図れるような業者でないと、なかなか施工

期間までに施工が完了しないおそれがあると考えまして、１つにまとめて公募のほうを

実施しております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 そうすれば、今の話でいくと、そういう要件を満たしたところは

市内には業者がいないというふうな判断だということなんですか。 

  もう一点なんですけれども、図面の閲覧と現地の確認が１月30日から２月９日までな

んです。実際土日、休日を除きますと、まず７日間しか時間ないんですが、その間で図

面を作って、プロポーザルまでの資料を作って、全部郵送まで済ませるという形にしな

いと間に合わないんですが、実際あらかじめ分かっている業者じゃないとできないんじ

ゃないかなという気がしてきますけれども、その点どうでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 図面等の閲覧及び現地の確認、今伊藤委員おっしゃったように１月

30日から２月９日までとなっております。私どもとしては、その期間で十分確認が取れ

たものと判断して、スケジュールのほうを組んでおります。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 施工の役割を担うものに関してはＪＶでというか、共同でやるふ

うになっていると思うんですが、その方たち、業者というか、そこら辺のところの範囲、

市内の業者に限定したとか、そこら辺のところはあるんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 
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〇藤原弘明教育部長 これはプロポーザルの要件の一つとして、施工の業者に関しては市

内の業者を優先的に使用することということで提案のほうは受けておりますので、こち

ら側の五所川原市側としても、なるべく市内の業者を優先的に使用することということ

で条件にさせていただいております。 

〇伊藤永慈委員長 ５番、伊藤雅輝委員。 

〇５番 伊藤雅輝委員 その条件はどこに書いているのか、ちょっと私見つけられなかっ

たんですけれども、まず先ほどもあったように何件か施設が分かれているのであれば、

分割して、なるべく市内の業者さんに発注するべきだと私は思いますので、今後そうい

うところを考慮していただければと思います。 

〇伊藤永慈委員長 １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 96ページ、高等看護学院特別会計繰出金が年々減少しているんで

すけれども、この要因について教えてください。 

〇伊藤永慈委員長 民生部長。 

〇三橋大輔民生部長 お答えいたします。 

  高等看護学院の繰出金についての御質問ですが、ちょっと遡って令和６年度の当初予

算からで比較いたしますと、令和６年度の繰出金が１億113万7,000円、令和７年度、昨

年度の繰出金が9,730万1,000円、令和８年度の繰出金が9,272万円という形に推移してお

ります。 

  令和６年度から令和７年度の推移に関しては、臨時的な修繕であります冷暖房設備の

改修に約380万円要したことから、繰出金も同程度減少しております。また、昨年度、令

和７年度から今年度、今年度といいますか来期、令和８年度の、令和７年度予算対令和

８年度の予算の比較でまいりますと、令和６年度の末で再任用の専任教員が１名退職す

るなど、人事異動関係に伴って385万円ほど、また学院内のＷi―Ｆiの環境整備費が令和

７年度は62万円ほどかけて実施してございますけれども、これらの合計約450万円程度が

令和７年度対令和８年度では減少したということでございます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 通告していないんですけれども、90ページ、10款１項２目の通学

区域審議会について、令和７年度から漆川の一部が松島小学校から中央小学校に学区が

変更となりました。令和８年度から石岡、それから唐笠柳の一部ですか、そこが中央小

学校に学区が変更となるということを聞いたんですけれども、ちょっとその辺について

詳しくお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 
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〇藤原弘明教育部長 令和７年度もですか。漆川のやつも…… 

     （「いや、令和７年度はいい」と呼ぶ者あり） 

  ７年度はいいですか。７年度の石岡藤巻の部分なんですけれども、今現在旧五所川原

商業高校の跡地に分譲が計画されておりまして、そこの分譲地を距離的に見ますと、従

来は松島小学校の学区なんですけれども、距離からいいますと中央小学区が一番近いと

いうことで、現在松島小学区から中央小学区に変更をしております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 旧五所川原商業高校の跡地、今分譲地できるということなんです

けれども、そこは大体何戸ぐらい。すみません、これ多分建設部のほうだと思うんです

けれども、どのぐらい分譲できるかという、そういう計画は分かるもんなんでしょうか。 

〇伊藤永慈委員長 建設部長。 

〇古川清彦建設部長 すみません。100軒以上とは思ったんですけれども、後ほど資料のほ

うをお持ちしますんで、それでよろしければ。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 今議長から百五、六十軒ぐらい建つんでないかというお話聞いた

んですけれども、ただ今年、ちょっと聞いた話によると、令和８年度の中央小学校の新

入生児童が何か１クラス多くなるという話を聞いたんです。それで、これから唐笠柳の

一部、それから石岡の一部がどんどん、どんどん家建ってくると、これから中央小学校

の児童数というのがだんだん増えてくるような感じがするんです。そういう状況にあっ

て、今後中央小学校の教室の数に対して、児童の定員数、これオーバーにならないもの

か私心配しているんですけれども、その辺計画立てているのか、ちょっとお知らせくだ

さい。 

〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 一応学区の変更の際に、将来の生徒数の増減、それを見込んで今の

中央小学区の収容能力で足りると判断して、学区の移動というのをしております。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 この通学区域の変更を見ますと、何か松島小学校だけが急に学区

の変更、減らされているような感じがするんです。学区が変更になることによって、児

童数がどんどん、どんどん減る学校もありますし、増える学校もあります。その中で私

は、松島小学校がどんどん、どんどん人数少なく減らしていって、学校の適正規模、適

正配置計画、何かそっちのほうに持っていって、松島小学校を統合させるように何とな

く思えてならないんですけれども、そういう考えとか計画はないですよね。 
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〇伊藤永慈委員長 教育部長。 

〇藤原弘明教育部長 今現在、松島小学校を統合するといったような計画はございません。 

  現在松島小の近辺、商業施設が建ち並んで、恐らく津軽道に向かって宅地のほうの造

成というのがどんどん始まっていくと思いますので、むしろ松島小学校というのは逆に

生徒数のほうが増になるような見込みなんですけれども、増にはならないかもしれませ

んが、今学区を変更したのは松島学区なんだけれども、距離の関係で中央小学区に行っ

ているところの地区を学区変更しているだけであり、ほぼほぼ松島小学校の児童生徒数

と中央小の児童生徒数、これは学区が変更しても均衡を保てていると判断しております

ので、御了承願えればと思います。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 多分中央小学校と松島小学校とは、どっちも増えていくとかとい

う、そういうような感じの話し方なんですけれども、実際うちの娘が学校さ入ったとき

も22人、23人ぐらいいたったんですけれども、今もう本当に10人入るか入んないかとか、

そういうレベルさなってきているみたいなんで、何か一概に中央小学校も増えれば松島

小学校も、将来的に松島小学校は増えるとかという話ですけれども、ただ土地の開発の

計画も何もない段階で、それを一様に同じく見るというのは、私ちょっと無理があるん

じゃないかなと思うんです。実際昨日私、議長とも中学校の卒業式に行ったんですけれ

ども、私も議長も同じ漆川で、令和７年度の入学式が松島小学校から案内来て、卒業式

も松島小学校から案内来たと。ただ、令和８年度の小学校の入学式が中央小学校から来

ました。実際に今の小学校２年生から６年生までは松島学区、漆川の学区からも来てお

ります。そういう中で、議長ともちょっと話ししたんですけれども、どうしても、私も

ＰＴＡの会長もやりました、議長も松島卒業です。そういう中で、縁もゆかりもないと

ころに、いきなりぼんと学区が変わったからといって、そっちの案内が来るというのが

ちょっと不自然でならなかったので、そういう昔からの地域性のことも考えて、ただ近

いとか遠いとかでなくて、やっぱりそういう地域性の関わり方を持った通学区域の審議

をしていただければと。これ私の要望ですので、ぜひよろしくお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 第10款教育費についての質疑を終了いたします。 

  最後に、第11款災害復旧費、第12款公債費、第13款予備費並びに給与費明細書及び各

種調書に対する質疑を行います。105ページから121ページまでです。ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇伊藤永慈委員長 第11款災害復旧費から各種調書までについての質疑を終了いたしま

す。 

  以上をもって議案第17号についての質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１８号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第18号 令和８年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別

会計予算を議題といたします。 

  123ページから147ページまでです。質疑を行います。 

  １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 すみません。124ページですけれども、歳入総額が令和６年度から

令和７年度で２億円ほど減っていて、令和７年度から令和８年度で1.7億円減ると、減少

傾向にあるんですけれども、この理由について教えていただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 国保年金課長。 

〇石田幸嗣国保年金課長 お答えします。 

  当市の国民健康保険の加入者が年々減少しておりまして、それに伴い県からの各種交

付金などが減少しているというのが主な理由であります。減少している交付金として主

なものとしましては、市が医療機関に支払う療養給付費分、いわゆる保険者側が負担す

る医療費分で７割とか８割に当たるものなんですけれども、こちらは市が支払った分を

県が交付金として全額補填してくれるという仕組みになっておりまして、加入者の減少

によって市が医療機関へ支払う金額も減少すると見込んでおりまして、それに併せて県

からの交付金も減少すると見込み、前年度より減額した金額を計上しております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 
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  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第１９号及び 

   議案第２０号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第19号 令和８年度五所川原市国民健康保険医科診療施設

勘定特別会計予算及び議案第20号 令和８年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘

定特別会計予算の２件を一括議題といたします。 

  149ページから193ページまでです。質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号及び議案第20号の２件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

                                       

  ◎議案第２１号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第21号 令和８年度五所川原市後期高齢者医療特別会計予

算を議題といたします。 

  195ページから212ページまでです。質疑を行います。 

  １番、花田勝暁委員。 

〇１番 花田勝暁委員 196ページですけれども、令和６年度と令和８年度を比べると保険

料が8,000万円ぐらい増えているんですけれども、どのぐらいの人が加入増加しているの

か教えていただけますか。 

〇伊藤永慈委員長 国保年金課長。 

〇石田幸嗣国保年金課長 お答えします。 
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  保険料収入の増加の主な原因は、加入者の増加でありまして、当市の後期高齢者医療

制度の加入者数ですが、直近では令和８年３月１日現在ですが、１万27人となっており

ます。約１年前の令和７年４月１日時点では9,920人、そのさらに１年前の令和６年４月

１日時点では9,741人となっており、ここ数年は100人から百数十人程度ずつ増加してい

るという状況であります。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第２２号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第22号 令和８年度五所川原市介護保険特別会計予算を議

題といたします。 

  214ページから239ページまでです。質疑を行います。 

  ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 226ページの地域介護予防活動支援事業のボランティアポイント

事業について、まず事業の概要と、分かれば会員数の推移、課題等あればお知らせくだ

さい。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 お答えします。 

  ボランティアポイント事業は、市内に居住する65歳以上の方がアクティブシニアポイ

ントの対象となる活動を通じて地域に貢献することを支援し、社会参加により介護予防

を推進することを目的としております。ボランティア活動の受入れをしている施設や事

業において、対象者が行ったアクティブシニア活動の実績に応じて、おおむね１時間当

たり１ポイントを付与するものであります。 

  令和８年１月31日現在、本事業の登録者数は70名で、市内の介護施設や地域包括支援
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課で主催する事業、個人の高齢者の生活支援などの活動を行っております。ボランティ

ア活動の受入れ施設等の数は23か所で、活動している登録者は令和７年度の実績で39名

となっております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 会員の推移なんですけれども、これ数年この事業が始まってから

経過しているかと思うんですけれども、この会員が増えているのか減っているのか、そ

の辺お分かりでしたらお願いします。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 人数のほうですが、周知等で徐々には増えております。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 徐々には増えていると思うんですけれども、実際には微増ぐらい

の増え方だと私は認識しているんです。私、社協の理事もしていますので、この事業の

さらなる発展という観点から質問したいと思うんですけれども、全国的にこのアクティ

ブシニアポイント事業というのが、なかなか課題があって、それほど増えていないよう

な状況があるんですけれども、当地域で会員を増やすであるとか、周知の強化、その辺

の施策とか何かあれば具体的にお知らせいただければと思います。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 お答えします。 

  本制度は、介護予防を目的としており、フレイルにならないための社会参加の頻度に

関する研究データを参考に、ポイント獲得の上限を当初の100ポイントから120ポイント

に見直ししております。 

  また、個人の高齢者のごみ出しなどの生活支援メニューや受入れ施設の拡充、65歳到

達時の介護保険証送付の際にチラシ同封などの周知を行ってまいりました。今後は登録

者に対する活動のアンケート調査や市民の声を基にメニューの拡充を検討しまして、イ

ベントや講習会等で発信していきたいと考えております。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 答弁ありがとうございます。 

  私高齢者の皆様から御意見いただいて、１つ提案したいんですけれども、一人では説

明会、活動に参加しにくいという声がありまして、そのために２人とか３人の友人同士

であるとか、町内会、老人クラブなど、グループ、団体で参加できる仕組みづくりをし

てほしいなというような声もいただいております。 
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  この事業に関して、福祉に非常に精通された知見のある方に御意見をお伺いしたら、

このようにおっしゃっているんです。やはり機運が大事であると。これはどういうこと

かというと、広げていくためには、この事業だけではなく、地域みんなで支え合いの輪

を広げるという機運を高めていくことが非常に大切だと。このボランティアポイント、

お金、商品券といった形の支援はもちろん大切ではあるんですが、それ以上に行政や関

係機関、市民の皆さんと一緒によいアイデアを出しながら、共に助け合う意識改革、地

域づくりが必要なんではないですかというような提言をいただいております。 

  まさにそのとおりで、単なるポイント制度にとどまらず、地域の支え合いを広げてい

く取組、そのような施策も必要だと思うんですけれども、その辺どのような御認識です

か。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 制度上、アクティブシニア活動対象の内容を制限するもの

は特にはございませんので、登録者の介護予防に資するものであれば、地域の見守り活

動の地域課題解決のための活動もアクティブシニア活動のメニューに加えることは可能

でありますので、今後検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 ぜひ地域づくりのために、共助の強化というのは必要だと思いま

すので、様々な施策を検討していただければと思います。 

  ありがとうございます。 

〇伊藤永慈委員長 ３番、和田祐治委員。 

〇３番 和田祐治委員 229ページの５款１項１目の過誤納還付金、これ20万円増えている

んですけれども、この詳細についてお知らせください。 

〇伊藤永慈委員長 福祉部長。 

〇片山善一朗福祉部長 ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど改めて御説

明に伺います。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 予算書228ページに在宅医療介護連携推進事業というのがありま

す。この事業の取組内容と詳細についてお伝えください。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 お答えします。 

  本事業は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、医療と介護
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の両方を必要とする人々に対し、医療機関や介護事業者と連携し、包括的かつ継続的な

在宅医療、介護サービスを提供する体制を構築する取組です。 

  現在医療と介護の連携が特に求められる４つの場面を想定して取り組んでおりまし

て、具体的には日常の療養場面、入退院の場面、急変時の場面、みとりの場面について、

医療と介護の連携推進のための取組を行っております。 

  本事業の主な予算といたしまして、相談窓口業務や研修業務の委託料92万4,000円のほ

か、事務的経費や終活準備ノート200部作成において８万7,000円を計上しております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 答弁にもあった終活準備ノート、これ私一般質問でも取り上げさ

せていただいたんですけれども、恐らく終活という問題は、医療、介護、家族への意思

表示や、ペットの問題も取り上げさせていただきましたけれども、これからの人生を考

える大切な取組だというふうに認識をしているんです。この終活ノートが今何部でした

っけ。何部ぐらいの……すみません。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 終活準備ノートにつきましては、本事業のみとりの場面を

想定した人生会議の普及を目的に、令和６年度から活用しております。令和６年度に

300部、令和７年度に300部購入して、終活セミナーや各種教室、個別の相談支援の際に

配布しております。令和８年度の購入部数につきましては、令和８年度の配布予定部数

に対する残数状況から200部としております。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ９番、森真悦委員。 

〇９番 森真悦委員 300部で来て、今200部という答弁でしたけれども、私一般質問で

も取り上げたという話ししましたけれども、本市の高齢化率を考えると、市民への普及

という点では、私ちょっと少ないんではないかというふうに思うんです。例えば通いの

場であるとか、介護予防教室、認知症対策、様々やっていますけれども、フォーラムで

も終活のブースをつくっていただくとか、もっと準備ノートを活用していただきたいと

思っております。この作成部数の拡充、市の事業と連携した活用を、もうちょっと施策

として取り組む必要があると思いますけれども、その辺いかがですか。 

〇伊藤永慈委員長 地域包括支援課長。 

〇今 智司地域包括支援課長 今後終活準備ノートをきっかけに、家族や地域との話合い

によりペットの問題や様々な問題にも寄与することが考えられることから、配布対象や
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配布する機会についても見直しをしまして、積極的な活用を検討してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

〇伊藤永慈委員長 ほかにございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第２３号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第23号 令和８年度五所川原市高等看護学院特別会計予算

を議題といたします。 

  241ページから259ページまでです。質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第２４号から 

   議案第３０号まで 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第24号 令和８年度五所川原市神山財産区特別会計予算か

ら議案第30号 令和８年度五所川原市十三財産区特別会計予算までの７件を一括議題と

いたします。 

  261ページからです。質疑を行います。 
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     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号から議案第30号までの７件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

                                       

  ◎議案第３１号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第31号 令和８年度五所川原市水道事業会計予算を議題と

いたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第３２号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第32号 令和８年度五所川原市工業用水道事業会計予算を

議題といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

                                       

  ◎議案第３３号 

〇伊藤永慈委員長 次に、議案第33号 令和８年度五所川原市下水道事業会計予算を議題

といたします。 

  質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇伊藤永慈委員長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上をもって当委員会に付託された議案24件の審査は終了いたしました。 

                                       

  ◎閉会宣告 

〇伊藤永慈委員長 これにて予算特別委員会を閉会いたします。 

                           午前１１時４４分 閉会 
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